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一般社団法人自動車公正取引協議会 

２０２４年度 定 時 総 会 次 第 
 

２０２４年６月４日  １５：３０～１７：００ 

於：東京プリンスホテル ２階「鳳凰の間」 

 

１． 開  会  の  辞 

 

２． 倉 石 会 長 挨 拶 

 

３． 出 席 人 員 の報 告 

 

４． 議事録署名人の選任 

 

５． 審 議 事 項 

 

第１号議案 ２０２３年度事業報告書（案）及び決算書（案）の件  ・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

 

第２号議案 自動車業における表示に関する公正競争規約 

           及び同施行規則改正（案）の件  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３３ 

 

第３号議案 二輪自動車業における表示に関する公正競争規約 

           及び同施行規則改正（案）の件  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３８ 

 

第４号議案 任期満了に伴う理事、監事選任（案）の件  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４３ 

 

６． 報 告 事 項 

 

２０２４年度事業計画書及び会費額並びに予算書の件  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４５ 

 

７． 閉  会  の  辞 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆前会長の退任挨拶、新会長の就任挨拶 

 

◆来  賓  挨  拶 

≪第１４７回理事会を開催≫  

＜審議事項＞ 

第１号議案 会長、副会長、専務理事、常務理事選定（案）の件 

第２号議案 顧問、相談役の委嘱（案）の件 
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【第１号議案】 

２０２３年度事業報告書(案)及び決算書（案）の件 

２０２３年度事業報告書（案）の件 

≪四輪車関係≫ 

１．規約に基づく適正表示の一層の促進 

１）規約遵守状況調査の実施 

 ①各地区及び公取協事務局による店頭表示に関する規約遵守状況調査の実施 

   ◇各地区公取協事務取扱所（４団体支部・支所等）による新車及び中古車の店頭表示

に関する規約遵守状況調査を実施 

▶ 昨年１０月１日施行の改正規約（中古車の「支払総額」の表示）の普及状況等の   

実態把握を目的として、１０月以降、訪問調査やセルフチェックを実施 

◇公取協事務局による新車及び中古車の店頭表示に関する規約遵守状況調査（訪問

調査）を、１１地区（自販連関係４地区、中販連関係７地区）で実施 

◇調査結果報告書を作成、公取協事務取扱所を通じた全般的指導を実施 

②公取協事務局による広告表示に関する規約遵守状況調査の実施 

◇新車及び中古車の新聞・チラシ広告（新車４２７枚、中古車５７５枚（収集期間：２０２３

年１０月１３日から１１月１８日））を対象に、公取協事務局による規約遵守状況調査を  

実施（昨年度新車７２６枚、中古車９８０枚） 

◇不当表示に該当するおそれのあるもの（新車１件、中古車２件）については、公取協

事務取扱所を通じて改善を指導（厳重注意）、その他表示もれ等についても、改善を

要請 

２）広告表示適正化のための普及活動の実施 

①広告制作等に関する事前相談への積極的な対応及び情報提供の実施 

◇広告制作等に関する事前相談に積極的に対応 

▶ ２０２４年３月末までの受付件数は１，９２９件（昨年度１，１３０件） 

▶ 2023年７月以降、相談件数が急増、７月～９月の３ヵ月で７７６件、うち中古車

の「支払総額」に関係するものが約５００件  

◇主な相談事例や問題点等について、ホームページや「AFTC INFORMATION」等

により、会員に対するリアルタイムな情報提供を実施 
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②「支払総額」の表示を定着させるための中古車情報誌賛助会員等との連携強化 

◇「支払総額」の表示を定着させるため、中古車情報誌賛助会員との連携を一層強化、

中古車広告表示研究会を３月に開催、「支払総額」の表示を定着させるための対応や

課題について情報共有、意見交換を実施するとともに、表示適正化のための協力を

要請 

◇ＪＡＲＯや新聞協会、広告関係事業者との情報共有等を通じ、連携を強化 

３）関係団体との連携による規約普及活動の推進 

◇地区主催の研修会への講師派遣やオンライン形式での開催等、地区における規約 

普及活動に積極的に協力 

◇関係団体及び各地区と連携した規約普及を図るため、公取協事務取扱所（自販連支

部、軽自動車協会、整備振興会、中販連支所）所長（専務理事）等を対象としたブロッ

ク会議（対面形式またはオンライン形式）を６月から９月に開催 

◇各地区における規約普及指導体制の充実を図るため、各地区規約担当者を対象とし

た研修会（消費者庁担当者による「ステマ規制」に関する講演、中古車の販売価格

（「支払総額」）に関する改正規約の FAQ等に関する情報共有）を１１月に開催 

２．会員事業者の表示管理体制整備・充実のための支援活動の実施 

１）会員事業者（「表示管理者」）等を対象とした研修会の開催 

①オンラインを活用した規約等に関する研修会の開催 

◇会員事業者（メーカー、インポーター、ディーラー）の「表示管理者」及び広告関係事業

者を対象とした、規約や広告宣伝に関する研修会（「基礎研修」及び「レベルアップ 

研修」）を、オンライン（ｅラーニングによる動画配信）で２月２０日～３月１５日に開催

（１，２３１人が受講） 

②ブロックや地区単位、事業者単位の規約等に関する研修会の開催 

◇地区（自販連１８地区、振興会２地区、中販連３１地区）や会員事業者（１２社）の要望に

基づき、担当部門やスキル等に応じた研修会を、集合形式又はオンライン形式で  

開催 

２）広告関係事業者（「広告表示管理者」）を対象とした研修会の開催 

①オンラインを活用した規約等に関する研修会の開催 

②地区単位、事業者単位の規約等に関する研修会の開催 

◇会員事業者対象の研修会に広告関係事業者の参加を呼び掛けるとともに、広告  

関係事業者（「広告表示管理者」）」を対象とした研修会（「基礎研修」及び「レベルアッ

プ研修」）を開催（１社）、受講者には、会員事業者が安心して広告作成を依頼できる 

目安として、「広告表示管理者研修 受講証」を発行 
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３）「表示管理者」を通じた規約普及活動の推進と表示管理体制充実の促進 

◇「表示管理者」による表示等のチェックや規約に基づく適正な表示の周知等、各社に

おける規約の普及活動を推進する等、表示管理体制の充実を促進 

４）表示管理体制に関するセルフチェックの実施 

◇表示管理者の選任の有無をはじめとした、会員事業者の表示等管理体制を点検  

するためのセルフチェックをディーラー９９８社において実施 

３．中古車の「支払総額」の表示を定着させるための普及活動の実施 

１）「支払総額」の表示への円滑な移行を支援するための活動の実施 （施行前） 

①会員事業者、広告関係事業者等を対象とした研修会の開催 

◇「支払総額」の表示に関するマニュアルを作成、２０２３年７月から同マニュアルに  

基づく研修会を開催 

▶ ブロックや地区、事業者単位で６７回（集合形式５６回、オンライン形式１１回）開催 

▶ 約３，０００人（ディーラー関係１，４７０人、専業店関係１，３６０人、広告代理店関係

１５０人）が受講 

◇「支払総額」の表示や「諸費用」の考え方等について解説した動画(３０分)をホーム 

ページに公開（会員・非会員を問わず視聴可能） 

②「支払総額」の表示に対応した「プライスカード作成システム」の公開 

◇「支払総額」の表示に対応した「プライスカード作成システム」を、会員専用のＷｅｂ 

ページに公開、プライスボードや同カード変更の負担を軽減 

▶ ディーラー関係１８４社、専業店関係約７９７社が利用登録（２０２４年３月末現在） 

③「中古車の価格が『支払総額』に変わること」の消費者等への周知活動の実施 

◇YouTube の CM 動画や公取協ホームページを活用し、消費者に対して「中古車の

価格表示が１０月から『支払総額』に変わること」を周知するためのＰＲ活動を実施 

▶ 公取協ホームページに特設ぺージを開設、アクセス数約２３万回（５月～９月末迄） 

▶ YouTube 動画（３０秒）を配信、視聴回数約１２０万回、併せて６秒のバンパー広

告を約３９５万回配信（５月～９月末迄） 

▶ ＰＲバナーを作成、会員や関係団体等へ活用を促進（９月～） 

２）「支払総額」の表示を定着させるための普及活動等の実施 （施行後） 

①各地区公取協事務取扱所と連携した研修会の開催等の普及活動の実施 

◇「支払総額」の表示を定着させるため、地区単位や事業者単位の研修会の開催等、 

各地区公取協事務取扱所と連携した普及活動を実施 
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②「公取協会員店は、『支払総額』の表示で安心であること」のＰＲ活動の実施 

◇「中古車の価格表示が『支払総額』に変わったこと」及び「会員店は、『支払総額』の 

表示で安心であること」を店頭でＰＲするためのポスター及びリーフレットを作成、 

会員事業者に配布 

◇YouTube の CM 動画や公取協ホームページを活用し、消費者に対して「中古車の

価格表示が『支払総額』に変わったこと」及び「公取協会員店は、『支払総額』の表示

で安心であること」を周知するためのＰＲ活動を実施 

▶ 公取協ホームページの特設ページを変更、アクセス数約２１万回（１０月～３月末迄） 

▶ YouTube 動画（３０秒）を配信、視聴回数約１７４万回、併せて６秒のバンパー  

広告を約３５６万回配信（１０月～３月末迄） 

▶ ＰＲバナーを変更、会員や関係団体等へ活用を促進（１０月～） 

◇中古車情報サイト（賛助会員４社のウェブサイト）において、「中古車の価格表示が

『支払総額』に変わったこと」及び「『支払総額』の表示が安心であること」について、

消費者に対する周知・啓発活動を実施 

③『支払総額』の表示の定着状況に関する実態把握の実施 

◇「支払総額」の表示の実施状況等について、店頭表示及び広告表示に関する規約  

遵守状況調査を通じ、実態把握を実施 

◇消費者からの苦情相談内容のモニタリングを実施、「表示された支払総額で購入  

できない」という苦情相談が寄せられているため（１０月～３月末の苦情相談件数は、

会員５５件、非会員２８件、不明１６件）、「AFTC INFORMATION」等により、会員

事業者に対する注意喚起を実施 

④不当な価格表示に対する監視・指導の強化と厳正な対処 

◇消費者からの苦情相談の多い事業者に対する調査等を通じ、不当な価格表示に  

対する監視・指導を強化、不当な価格表示に対しては、改正規約及び規約違反措置

基準に基づき、「厳重警告」、悪質な場合は併せて「違約金」、「事業者名公表」の措置

を採る等、厳正に対処 

３）プライスボードの電子化を踏まえた表示規定見直しの検討 

◇中古車の「支払総額」表示の実施を機に、展示車の価格等について、プライスボード

に替わり、タブレット端末等のデジタル機器を用いた表示が普及しつつあるが、現行

規約（施行規則）では、プライスカードの大きさ（Ａ４サイズ以上）や、文字の大きさ

（販売価格２．７×２．７センチメートル以上等）が定められている 

◇これを踏まえ、必要表示事項の文字サイズ等を含め、実態に即した規定とするため、

施行規則改正の検討を行うこととし、改正までの間は、以下のようなケースについ

て、規約上、問題ないものとして取り扱うこととする 

 



- 6 - 

 

▶ Ａ４相当以上のデジタル機器（モニターサイズ１１インチ以上のタブレット等）を使用     

し、フロントグラスの内側で外側から見える所に表示されているもの 

▶ 価格（支払総額）等については、規定どおり（価格は 2.7×2.7 センチメートル  

以上）の大きさで表示されており、その他の必要表示事項についても、外側から 

表示内容を認識できるよう、明瞭に表示されているもの 

4．冠水車に関する不当表示の未然防止と厳正な対処 

１）冠水車の表示に関する改正規約の普及活動の実施 

◇冠水車の表示に関する改正規約が２０２３年４月２７日施行 

◇研修会やホームページ等を通じ、「冠水車に関する虚偽表示や不表示は不当表示で

あること」や「冠水車は消費者に小売するには適さないこと」を周知する等、冠水車

に関する不当表示や消費者トラブルを未然に防止するための普及活動を実施 

２）冠水車の表示の監視活動と不当表示に対する厳正な対処 

◇冠水車の表示に関する監視活動を実施、不当表示が見られた場合は、「厳重警告」、

悪質な場合は併せて「違約金」、「事業者名公表」の措置を採る等、厳正に対処 

５．修復歴等の不当表示や不当な価格表示に対する指導強化と厳正な対処 

１）走行距離及び修復歴、冠水車等の不当表示の未然防止及び厳正な対処の実施 

◇オークションで落札された｢改ざん歴車｣や｢修復歴車｣、「冠水車」の販売時の表示 

実態について調査を実施 

▶ 昨年度の調査結果に基づき、修復歴に関する不当表示を行った会員３社に対し

「厳重警告」及び「違約金」の措置、会員２社及び非会員２社について調査を継続 

▶ 今年度の調査についても、現在並行して実施中 

◇規約遵守状況調査や研修会を通じ、走行距離や修復歴の表示等について周知活動

を実施、問題のある表示については改善を指導 

２）不当な価格表示及び不適切な販売行為に対する監視・指導の強化 

◇中古車の不当な価格表示及び不適切な販売行為について、消費者からの苦情相談

の多い大手等（多店舗展開）や未使用車専門店等、中古車専業店２０社（第２回の  

同調査で問題の見られた１２社含む）に対する実態調査（第３回）を実施、不当な価格

表示に対しては、改正規約及び規約違反措置基準に基づき、「厳重警告」、悪質な 

場合は併せて「違約金」、「事業者名公表」の措置を採る等、厳正に対処 

▶ 第１回の調査結果に基づき注意喚起を実施した７社のうち、第２回の調査で同様

の問題がみられた１社に対して「警告」の措置、３社について調査を継続 
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▶ 第２回の調査結果に基づき、「不当な価格表示（「定期点検整備なしと表示しなが

ら、定期点検整備費用を別途請求、当該費用は除外できないと説明」等）」や「不適

切な販売行為（「納車準備費用を計上し、当該費用は除外できないと説明」等）」が

見られた６社に対し注意喚起を実施 

３）会員及び非会員の不当表示に対する厳正な対処 

◇走行距離や修復歴、冠水車の不当表示及び不当な価格表示に対しては、「厳重警告」、

悪質な場合は併せて「違約金」、「事業者名公表」の措置を採る等、厳正に対処 

◇非会員の不当表示（２社）に対しては、とりまとめ次第、消費者庁や都道府県に措置

を要請する等、効果的な指導を実施予定 

６．カタログ等の装備品等の表示及び打消し表示の問題点と適正な表示に

関する周知活動の実施 

１）ウェブカタログにおける問題点の周知活動の実施 

◇実際には「標準装備」ではないにもかかわらず、「標準装備」であるかのように誤認さ

れるおそれのある表示等、ウェブサイト（ウェブカタログ）における表示実態調査（２０

２２年度実施）で見られた問題点について、周知活動を実施 

▶ ２０社８２車種を対象に、ウェブサイト（ウェブカタログ）の装備品等の表示及び  

装備品等の打消し表示の実態を調査 

▶ 装備内容を告知するページにおいて、「標準装備」、「主要装備」と表示した際に、

（グレードやタイプ等に関係なく）標準で装備されているかのように誤認される 

おそれのある表示が、３車種で見られた 

▶ 装備内容を告知するページにおいて、「標準装備」とは表示していないが、装備さ

れるグレードやオプションである旨等の表示がないため、グレードやタイプに関係

なく、無償で装備されるかのように誤認されるおそれのある表示が、５３車種で 

見られた 

２）消費者にわかりやすい適正な表示方法の周知活動の実施 

◇カタログや広告等における装備品等の表示及び打消し表示について、実態調査結果

を踏まえ、消費者にとって分かりやすい、明瞭な表示等、適正な表示方法等を整理し、 

周知活動を実施 

＜カタログにおける装備品等の適正な表示方法＞ 

（１）「標準装備」、「主要装備」と表示した上で、装備品等の内容について表示する場合 

①原則として、全グレード・全タイプに装備されることが必要 

②殆どのグレードやタイプには標準装備されるが、ごく一部のグレードやタイプに 

装備されない場合は、そのグレードやタイプ名を、装備品や機能名の近接箇所

に、その文字と同等程度の大きさで明瞭に表示すること 



- 8 - 

 

③別途オプション等を購入（装着）しないと装備されない等の条件がある場合は、 

それがごく一部のグレードであっても「標準装備」「主要装備」とは表示しないこと 

（２）「標準装備」、「主要装備」とは表示せず、装備品等の内容について表示する場合 

①グレードやタイプにより装備の有無が異なる場合は、装備される、または、装備

されないグレードやタイプが明確に分かるよう、装備品や機能名の近接箇所に、

その文字と同等程度の大きさで明瞭に表示すること 

②当該装備品が有償（オプション）の場合は、その旨を、装備品や機能名の近接箇

所に、その文字と同等程度の大きさで明瞭に表示すること 

③別途オプション等を購入（装着）しないと装備されない等の条件がある場合は、 

その旨を、装備品や機能名の近接箇所に、その文字と同等程度の大きさで明瞭

に表示すること 

（３）上記（１）及び（２）において、グレードやタイプにより装備の有無が異なる装備品

等の内容について表示する場合 

○グレードやタイプにより装備の有無が異なる装備品等の内容について表示する 

場合は、装備品や機能の内容等について紹介するページの上部等の目立つ箇

所に、装備品や機能名の文字と同等程度の大きさで「装備されるグレード等の

詳細は●ページの装備一覧を確認されたい」旨を明瞭に表示すること 

７．自動運転化技術に関する適正な表示の検討及び普及活動の実施 

１）運転支援機能（レベル１、２）及び自動運転機能（レベル３）に関する表示の考え方

の周知活動の実施 

◇研修会等を通じ、「運転支援車（レベル１、２）並びに自動運転車（レベル３）及びその

機能の表示に関する規約運用の考え方」の周知活動を実施 

２）自動運転機能（レベル４以降）に関する表示のあり方の検討 

◇自動運転化技術レベル４以降の自動運転車及びその機能について、消費者の誤解や

過信を招かないようにするため、テレビＣＭ等における表示（映像表現）のあり方  

及び注意喚起表示の内容等について、関係機関と連携しながら検討 

３）中古車の運転支援機能等の今後の表示のあり方の検討及び情報提供の実施 

◇会員販売店を対象として実施したアンケート調査結果を踏まえ、中古車販売時に  

おける表示や情報提供及びそのための情報収集のあり方等について検討、必要に 

応じて情報提供を実施 

４）表示の実態把握及び改善指導の実施 

◇上記１）及び３）について、テレビＣＭ等の広告や店頭における表示の状況に関する

実態把握を適宜実施、問題等がみられた場合は改善指導を実施 
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８．新たな販売方法・サービス等に対応した表示のあり方の検討 

１）ＳＮＳ等を活用した広告宣伝に関する表示のあり方等の検討及び周知活動の  

実施 

◇ＳＮＳの活用状況等に関する実態調査の結果を踏まえ、ＳＮＳ等の媒体特有の問題へ

の対応について検討、表示の考え方等を整理するとともに、必要な対応について 

周知を実施 

▶ 文字数の制限がある等の理由で必要な表示項目を全て表示できない場合は、  

インターネットバナー同様、「詳細はリンク先を確認されたい旨」を表示することに

より、リンク先ページで表示することも可とする等、媒体の特性に応じた表示方法

を整理・周知を実施 

２）新たな販売方法・サービス等に対応した表示のあり方の検討 

◇消費者ニーズに対応した新たな販売方法やサービス等に関する実態把握等を実施、

表示上の問題の有無や、必要に応じて表示のあり方について検討 

３）中古車の客観的根拠に基づく「No.１」等の最上級表示のあり方の検討 

◇中古車の販売台数「No.1」と表示する際の客観的根拠となる、国の登録・届出情報

の取得等について、関係機関に確認 

▶ 届出情報を取得するには、会員全ての同意が得られることを前提に、会員に限定

した情報のみ可能（会員１社毎の同意書面が必要） 

▶ 所有者コードを利用（コード有→コード無を消費者への販売）するため、割賦販売

やリース等の場合は、販売台数に計上されない 

▶ 取得コストとして年間７，０００万円以上、これに加え、データ加工・集計等のシス

テム構築費やシステム運用コストが必要 

◇上記を踏まえ、現状取得可能な情報（登録車の現金販売のみ）について、費用負担も

含めて事業者のニーズを確認 

4）「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う不当表示未然防止活動及び規約・ 

規則改正（案）の策定 

◇「事業者の表示であるにもかかわらず、事業者の表示であることが判別困難な表示」

（令和５年内閣府告示第１９号）が制定（２０２３年１０月施行）され、いわゆるステルス

マーケティングが不当表示として景表法で規制されることとなった 

◇中古車情報ウェブサイトの「口コミ」において、やらせ投稿の疑いのあるものが見ら

れることから、会員事業者等に対し、「ステマ規制」に関する運用基準の内容に関す

る周知活動を実施、中古車情報媒体社に対し、「口コミ」の不当表示未然防止のため

の対応策の実施を要請 
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◇「口コミ」等の内容が優良・有利誤認に当たるかどうかを問わず、「事業者の表示で 

あるにもかかわらず、事業者の表示であることが判別困難な表示」を不当表示とし

て禁止する規定を新設する規約・規則改正（案）を策定 

９．中古車の車両状態評価に関する監修・監査及びＰＲの実施 

１）車両状態評価に関する監修基準に基づく監修及び監査の実施 

◇申請のあった、車両状態評価を行う評価機関１社の車両状態評価制度（システム）につ

いて、監修基準を満たしているか確認中、監修基準を満たしている場合は監修を実施 

◇監修を受けた車両状態評価機関（７機関）における評価制度（システム）の運用   

状況について、監査を実施 

２）車両状態評価に関する監修制度等についてのＰＲ活動の実施 

◇公取協の車両状態評価の「監修制度」及び監修を受けた「評価機関」並びに「評価付

き中古車」の信頼性について、ホームページ等を通じて一般消費者に対するＰＲ活動

を実施 

１０．消費者関連事業の推進 

１）消費者トラブルへの適切な対応及び未然防止のための活動の実施 

①苦情・相談の受付と、トラブル対応・未然防止のための情報提供の実施 

◇消費者からの苦情・相談を効率的に受付け、トラブル解決のための適切な助言を  

行う等、迅速かつ適切に対応 

▶ ２０２４年３月末までの相談受付件数５，２９５件、内四輪車関係４，９５０件 

◇受付けた苦情相談を基にトラブルの発生原因や規約（表示上の問題）との関連、  

販売対応の問題点等を分析、ホームページ等において、購入の際の留意点やトラ  

ブル防止のための注意点等を消費者に情報提供するとともに、相談が増加している

ものや悪質なものについては、注意喚起を実施 

②「消費者相談対応マニュアル」、「同ハンドブック」に基づく研修会の開催 

◇各地区公取協事務取扱所や会員事業者からの要望に基づき、「消費者相談対応マニ

ュアル」及び「同ハンドブック」に基づく研修会等を開催（自販連関係１地区、中販連  

関係２地区、整備振興会関係１地区、会員事業者２社） 

③苦情相談件数が多い事業者に対する監視調査及び改善指導の実施 

◇苦情相談件数が多い、または、悪質性が高いと判断される事業者のうち、不当な価

格表示及び不適切な販売行為・対応に関する問題がみられた会員事業者１社につい

て「警告」の措置、１社について販売実態に関する調査を実施中、規約違反が認めら

れた場合は措置を採るとともに、販売対応についても改善指導を実施予定 
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２）国民生活センター及び消費生活センターとの連携強化 

◇国民生活センターからの要請に基づき、消費者に対する中古車の売却（買取）トラブ

ルに関する注意喚起を実施 

◇地区消費生活センター等からの要請に基づき、相談受付担当者を対象とした、相談

受付状況や消費者相談への対応方法等に関する研修を８回実施 

３）消費者団体等との情報交換活動の実施 

◇公取協連合会主催の消費者団体との意見交換会へ出席、改正規約（中古車の「支払

総額」の表示）に関する情報交換活動を実施 

１１．広報ＰＲ活動の実施 

１）「支払総額」の表示で安心の公取協会員店のＰＲ活動の実施 

◇中古車の価格表示に関連した問題のある広告やトラブル事例を基に、消費者に向け

た「支払総額」の表示の必要性や重要性、諸費用の考え方の周知・啓発を目的とした  

ＰＲ活動を実施 

▶ 「公取協会員店は、『支払総額』の表示で安心であること」等、会員店の優良性を 

ＰＲする動画を作成し YouTube に公開、ホームページに誘導するバナー広告を

配信 

▶ 再生回数は３０秒動画約２９４万回、６秒動画約７５１万回（２０２４年３月末現在） 

２）会員に対する情報提供の充実 

◇メールを活用した「AFTC INFORMATION」等を通じ、規約運用の考え方や   

広告表示に関する注意点等の情報を会員に配信、公取協の活動内容や各種情報を 

掲載した「公取協ニュース」（機関紙）を発行 

１２．大型車関係事業の推進 

１）規約に基づく適正表示の推進 

◇大型車関係の会員事業者や広告関係事業者を対象に、規約や広告宣伝に関する  

マニュアル等に基づく研修会を開催 

２）独禁法、下請法に関する普及活動の実施 

◇大型車の実態等を踏まえた燃費や運転支援機能等に関する情報提供のあり方に  

ついて、メーカー、ディーラーへのヒアリングを継続して実施しながら検討 

◇独禁法、下請法の運用状況等を踏まえ、マニュアルに基づく研修会を２地区で開催 

◇独禁法・下請法の普及状況等に関する地区大型車委員会との懇談会を２地区で開催

（自販連青森県支部、京都府支部の大型バス・トラック委員会）する等、各地区の活動

に協力 
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１３．その他の事業 

１）関係団体及び地方組織との連携強化活動 

◇関係団体及び各地区との連携強化を図るため、公取協事務取扱所（自販連支部、  

軽自動車協会、整備振興会、中販連支所）所長（専務理事）を対象としたブロック会議

（対面形式またはオンライン形式）を６月から９月に開催 

◇公取協事務取扱所の規約担当者を対象とした研修会を１１月に開催 

２）公正取引に関する法令（独禁法、下請法等）の普及指導 

◇会員における独占禁止法や下請法違反行為の未然防止を図るため、「事業者団体  

活動と独禁法」に関するマニュアル及び下請法マニュアルの活用を促進、同マニュ 

アルに基づく研修会を２地区で開催する等、普及活動を実施 
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【参 考】 

１．規約違反に対する措置件数 

○２０２４年３月末までに公取協がとった措置件数は以下のとおり 

対象区分 

措置区分 

表示 景品 
計 

新車 中古車 新車 中古車 

口頭注意 ０ ０ ０ ０  ０ 

文書注意  １※１ 2※2 ０ ０  ３ 

警  告 ０   １※３ ０ ０  １ 

厳重警告 ０   ３※４ ０ ０  ３ 

違 約 金 ０   3※５ ０ ０  ３ 

計 １ ９ ０ ０  10 

※１ 写真と価格の不一致（チラシ広告調査） 

※２ 二重価格表示（チラシ広告調査） 

※３ 不当な価格表示（苦情相談件数の多い事業者、措置基準改正前） 

※４ 修復歴に関する不当表示 

※５ 修復歴に関する不当表示のうち、特に悪質なもの 

（「違約金」の３件は「厳重警告」の措置と併せて課したもの） 

 

２．規約参加事業者数の現況 

○２０２４年３月末現在の規約参加事業者数 

 １３，９５２ 社  （期首 １３，９４６社） 

○２０２３年４月から２０２４年３月までの入退会事業者数 

  入会等事業者数        ３２１ 社 

        退会等事業者数        ３１５ 社 

（  ＋６ 社） 
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≪二輪車関係≫ 

１．規約に基づく適正表示の一層の促進 

１）店頭表示のセルフチェック活動を通じた適正表示の促進 

①会員専用ページを活用したセルフチェックを実施 

◇会員専用ページを活用して会員店自らセルフチェックを実施（実施期間：２０２３年 

１１月６日から１２月末日） 

◇２０２４年１月より各方面によるフォロー活動を実施してセルフチェック活動の実施

を徹底 

②国内４銘柄の担当によるフォロー活動の実施 

◇セルフチェック実施期間後にフォロー活動を実施した結果、対象店舗数 4,２６９店中、

3,７６７店（8８.２%）においてセルフチェックを実施、規約の遵守率は98.７%（前年

度は実施率９４.１％、規約遵守率９８.１％） 

③オートバイ組合及び輸入組合によるフォロー活動の実施 

◇オートバイ組合関係は、対象店舗数５９９店中、４１２店（6８.８%）においてセルフ  

チェックを実施、規約の遵守率は 98.８%（前年度は実施率４９.0％、規約遵守率  

９７.６％） 

輸入組合関係は、対象店舗数 20９店中、1６４店（7８.５%）においてセルフチェック

を実施、規約の遵守率は 98.２%（前年度は実施率６３.７％、規約遵守率９８.２％） 

④所属団体はあるが担当販社のない会員店及び所属団体のない会員店へのフォロー 

活動の実施 

◇対象店舗数 1,６８１店中、１,３４０店（７９.７%）においてセルフチェックを実施、規約

の遵守率は７４.6%（前年度は実施率６３.６％、規約遵守率９３.５％） 

上記の結果、対象店舗数 6,７５８店中、5,6８３店（８４.１%）においてセルフチェック

を実施、規約の遵守率は 9３.０%（前年度は実施率７３.９％、規約遵守率９８.１％） 

   ⑤セルフチェック活動を通じた適正表示の実施を、より一層徹底するための検討 

◇セルフチェック実施時のチェックミス等により、プライスカードに「表示もれ」が   

残ったままにならないよう、チェック実施に併せてプライスカードの画像も送信して

公取協が確認できる仕組みなど、会員専用ページを活用した、より精度の高いセル

フチェックの実施方法について検討 

◇セルフチェック実施のインセンティブとして、会員店検索画面や店頭において「セル

フチェック実施済」のマークが確認できるようにすることで、セルフチェック実施の促

進と適正表示の徹底を図る方法を検討 
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２）会員専用ページ利用促進による規約の普及活動の定着化                         

①会員専用ページの利用促進による効果的な普及活動の実施 

  ◇プライスカード作成システム等、便利な機能を会員に紹介して会員専用ページの  

利用促進を図り、会員専用ページを利用した効果的で効率的な規約普及を実施 

②会員専用ページを利用したセルフチェックの実施促進 

◇セルフチェック未実施店には、会員専用ページに登録済のアドレスにメールを繰り返

し送信して実施を促すとともに、会員専用ページ未登録の会員店には、利用登録の

際、続けてセルフチェックの実施に誘導するリンク先を同ページ上に設け実施を促進 

◇公取協コールセンターによる未実施店に対する電話によるフォローについて、対象

会員を拡大して実施 

◇国内４銘柄については、セルフチェックの実施状況について随時情報共有しながら

フォロー活動を実施 

◇オートバイ組合関係については、事務取扱所長連絡会議（オンライン）を２回開催、 

フォローの実施方法等について確認した上でフォロー活動を実施 

２．中古二輪車の品質評価（「品質評価実施店」）の定着化 

１）「品質評価実施店」の拡充 

◇店頭表示のセルフチェックの実施徹底や新規入会講習の実施、品質評価者更新講習

受講促進の実施により、適正表示を実施している会員店を「品質評価実施店」に選定

本年度の「品質評価実施店」は、対象店６,７５８店中、４,４４２店で６５．７％（前年度

は６７．１％） 

２）品質評価者講習の実施 

◇会員専用ページにログインして申し込みと受講を行う、ｅラーニングによる品質評価

者講習が定着化 

◇国内４銘柄及びインポーター、関係団体と受講状況を共有、各方面によるフォロー 

活動を実施 

◇未受講者に対してメールを繰り返し送信するとともに、公取協コールセンターに  

よるフォロー活動を実施 

◇ｅラーニングによる品質評価者講習を実施、受講者数２,０８３名（新規５９７名、更新 

１，４８６名）、更新率は８８．８％（前年度は８７.３％） 

３）「品質評価実施店」の積極的な PRの実施 

◇「品質評価実施店」に関するＰＲ動画をＹｏｕＴｕｂｅやＳＮＳへ配信する等ＰＲを実施 

２０２３年４月から２０２４年３月までのＹｏｕＴｕｂｅでの動画視聴回数は約３０４万回

（前年度約１９５万回） 
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◇上記動画に加え、「バイクの購入は安心の品質評価実施店で」と題した６秒程度の 

バンパー広告を配信して、効果的な PRを実施する予定 

３．中古二輪車の適正な走行距離表示の周知徹底 

１）走行距離表示に関する実態調査の実施 

◇二輪情報誌及びウェブサイトにおける走行距離表示に関する第６回実態調査を   

２０２３年１２月から２０２４年１月にかけて実施 

◇調査対象媒体は全国の情報誌及びウェブサイトの３社、調査対象台数は３,７７６台

（日本二輪車オークション協会の走行距離確認サービスを利用している情報誌及び

WＥＢサイトは調査対象外とした） 

◇調査の結果、会員店、非会員ともに走行距離の不当表示は見られなかった 

２）走行距離の適正な表示に関する周知徹底とＰＲの実施 

◇二輪情報誌における走行距離表示に関する実態調査結果を踏まえ、公取協ホーム 

ページや会員専用ページ、ＡＦＴＣモーターサイクルインフォメーションにより、会員店

に対して適正な走行距離の表示に関する周知活動を実施予定 

◇YouTube への CM 動画や６秒程度のバンパー広告により、「中古バイクの走行  

距離の適正な表示及び会員店は適正表示を実施している」旨の PRを実施予定 

３）二輪情報誌との連携による適正な走行距離表示の促進 

◇二輪情報誌と走行距離表示の適正化のための諸課題等に関する意見交換を適宜、

実施して情報共有した 

４．「年式」等の表示に関する規約・規則の改正及び普及活動の実施 

１）「年式」等の表示に関する改正規約の普及活動の実施 

◇「年式」等の表示に関する改正規約が２０２３年６月９日に施行 

◇会員専用ページ等を通じ、改正規約・規則の内容に関する普及活動を実施 

＜改正規約のポイント＞  

（１）「年式」の表示項目を「初度登録（届出）年」に変更 

（2）「使用歴」として、「自家用」、「レンタルバイク」等の使用歴を表示 

（3）電動バイクの「燃費」として、「一充電走行距離」を表示 

２）改正規約に基づく表示状況に関する実態把握の実施 

◇プライスカードにおいて、改正規約に基づく表示が行われているか実態把握を実施 

◇店頭表示のセルフチェック活動における規約遵守率は９３.０％ 
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5．冠水車の表示に関する規約の改正及び周知活動の実施 

１）冠水車の表示に関する改正規約の普及活動の実施 

◇「冠水車」の表示に関する改正規約が２０２３年６月９日に施行 

◇会員専用ページ等を通じ、「冠水車に関する虚偽表示や不表示は不当表示である 

こと」や「冠水車は消費者に小売するには適さないこと」を周知する等、冠水車に  

関する不当表示や消費者トラブルを未然に防止するための普及活動を実施 

２）冠水車の表示の監視活動と不当表示に対する厳正な対処 

◇冠水車に関する不当表示が見られた場合は、「厳重警告」、悪質な場合は併せて  

「違約金」、「事業者名公表」の措置を採るなど、厳正に対処 

６.カタログ等における装備品等の表示及び打消し表示のあり方等に   

関する周知活動の実施 

 １）ウェブカタログの実態調査における問題点の検証と適正な表示方法の検討 

◇「写真の車両は実際のものと仕様が異なる場合がある」旨の表示や「アクセサリー 

装着車」と表示しながら、その内容が明示されていないケースなど、ウェブサイト 

（ウェブカタログ）における表示実態調査で見られた問題点について検証、適正な 

表示方法について検討 

＜カタログにおける装備品等の適正な表示方法＞ 

（１）「（一部）仕様が異なる場合がある」旨の表示について 

○「写真に掲載のモデルと現行モデルとの仕様が（一部）異なる（場合がある）」 

「写真のモデルと日本仕様とが（一部）異なる（場合がある）」等の場合は、異な

る仕様の内容について把握するとともに、その内容を記載すること 

（止むを得ず、カタログに記載できない場合は、それについて記載した用紙を  

差し込む等の対応を行うこと） 

（２）「写真にはオプションを装着している場合がある」旨の表示について 

○「広告掲載車には、オプションが装着されている」等の場合は、装着されている 

オプションの内容等について表示すること 

（３）「標準装備」「主要装備」等の表示について 

○「標準装備」「主要装備」と表示、または、表示せずに装備品等の内容について 

表示する際の考え方については、四輪車関係で策定した「カタログの装備品等

の明瞭な表示等、適正な表示方法」を参考に、二輪車版を策定し、周知活動等を  

実施予定 

  



- 18 - 

 

７．規約の一層の定着化を図るための普及活動の実施及び今後の規約指

導体制等に関する検討 

１）規約の一層の定着化を図るための普及活動の実施 

◇会員専用ページの利用登録を促進して店頭表示のセルフチェック活動の実施を促進、

規約の一層の定着化を図った 

◇会員専用ページの利用登録状況は６,７５８店中、6,１５３店（９１.０％） 

２）今後の規約指導体制等に関する検討 

◇規約の普及活動を充実させるための指導体制（規約アドバイザーによる会員店訪問

活動の実施）等について検討 

８．新たな販売方法・サービス等に対応した表示のあり方の検討 

１）ＳＮＳ等を活用した広告宣伝における必要な対応等の周知活動の実施 

◇ＳＮＳの活用状況等に関する実態調査の結果を踏まえ、ＳＮＳ等媒体特有の問題への

対応について検討、表示の考え方等を整理するとともに、必要な対応について、  

今後周知を実施する予定 

▶ 文字数の制限がある等の理由で必要表示項目を全て表示できない場合は、イン 

ターネットバナー同様、「詳細はリンク先を確認されたい旨」を表示することにより、

リンク先ページで表示することも可とする等、媒体の特性に応じた表示方法を  

整理して周知 

2）「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う不当表示未然防止活動及び規約・ 

規則改正（案）の策定 

◇「事業者の表示であるにもかかわらず、事業者の表示であることが判別困難な表示」

（令和５年内閣府告示第１９号）が制定（２０２３年１０月施行）され、いわゆるステルス

マーケティングが不当表示として景表法で規制されることとなった 

◇中古車情報ウェブサイトの「口コミ」において、やらせ投稿の疑いのあるものが見ら

れることから、会員事業者等に対し、「ステマ規制」に関する運用基準の内容に関す

る周知活動を実施、中古車情報媒体社に対し、「口コミ」の不当表示未然防止のため

の対応策の実施を要請 

◇「口コミ」等の内容が優良・有利誤認に当たるかどうかを問わず、「事業者の表示で 

あるにもかかわらず、事業者の表示であることが判別困難な表示」を不当表示とし

て禁止する規定を新設する規約改正（案）を策定 
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9．消費者トラブルへの対応及び未然防止活動の実施 

１）消費者からの苦情・相談の受付と対応 

◇消費者からの苦情・相談を受付け、トラブル解決のための適切なアドバイスを行う等、

迅速かつ適切に対応 

▶ ２０２４年３月末までの相談受付件数５，２９５件、内二輪車関係３１０件 
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【参 考】 

１．規約違反に対する措置件数 

○２０２４年３月末までに公取協がとった措置件数は以下のとおり 

対象区分 

措置区分 

表示 景品 
計 

新車 中古車 新車 中古車 

口頭注意 ０ ０ ０ ０  ０ 

文書注意 ０ ０ ０ ０  ０ 

警  告 ０ ０ ０ ０  ０ 

厳重警告 ０ ０ ０ ０  ０ 

違 約 金 ０ ０ ０ ０  ０ 

計 ０ ０ ０ ０  ０ 

 

 

２．規約参加事業者数の現況 

○２０２４年３月末現在の規約参加事業者数 

  ５，２９０ 社  （期首 ５，４５５ 社） 

○２０２３年４月から２０２４年３月までの入退会事業者数 

入会等事業者数        1１２ 社 

退会等事業者数        ２７７ 社 

（ －１６５ 社） 

 

≪四輪・二輪合計≫ 

○２０２４年３月末現在の規約参加事業者数 

 １９，２４２ 社  （期首 19，401社） 

○２０２３年４月から２０２４年３月までの入退会事業者数 

入会等事業者数        4３３ 社 

退会等事業者数        ５９２ 社 

（ －１５９ 社） 

 

 



（単位；円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

 Ⅰ．資　 産 　の 　部

1．流　 動　 資　 産

150,768,806 152,783,578 △ 2,014,772

1,051,486 428,032 623,454

131,813,400 135,053,714 △ 3,240,314

9,215,020 9,553,736 △ 338,716

1,525,095 1,703,515 △ 178,420

7,163,805 6,044,581 1,119,224

2．固 　定 　資 　産

258,033,090 262,749,622 △ 4,716,532

(1)

162,130,617 162,130,617 0

4,660,617 4,660,617 0

58,470,000 58,470,000 0

85,000,000 85,000,000 0

14,000,000 14,000,000 0

(2)

95,524,926 100,241,458 △ 4,716,532

95,524,926 100,241,458 △ 4,716,532

(3)

377,547 377,547 0

377,547 377,547 0

408,801,896 415,533,200 △ 6,731,304

２０２３年度決算書（案）の件

２ ０ ２ ４ 年 ３ 月 ３１日

現 金

 １． 貸 借 対 照 表 

勘　　定　　科　　目

預 金

在 庫 品

流 動 資 産 合 計

未 収 金

前 払 金

固 定 資 産 合 計

差 入 保 証 金

基 本 財 産 組 入 預 金

基 本 財 産

( 基 本 財 産 合 計 )

特 定 資 産

( 特 定 資 産 合 計 )

広 報 Ｐ Ｒ 関 係 事 業 預 金

消 費 者 相 談 関 係 事 業 預金

( その 他の固定資産合 計 )

電 話 加 入 権

退 職 給 与 引 当 預 金

そ の 他 の 固 定 資 産

資 産 合 計

*
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（単位；円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

 Ⅱ．負　 債 　の 　部

1．流　 動　 負　 債

60,374,619 75,216,378 △ 14,841,759

1,941,548 2,088,769 △ 147,221

25,433,071 53,127,609 △ 27,694,538

3,000,000 3,000,000 0

17,000,000 10,000,000 7,000,000

6,000,000 0 6,000,000

5,000,000 5,000,000 0

2,000,000 2,000,000 0

2．固 　定 　負 　債

95,524,926 100,241,458 △ 4,716,532

95,524,926 100,241,458 △ 4,716,532

155,899,545 175,457,836 △ 19,558,291

 Ⅲ．正 味 財 産 の 部

252,902,351 240,075,364 12,826,987

( 162,130,617 ) ( 162,130,617 ) ( 0 )

408,801,896 415,533,200 △ 6,731,304

預 り 金

勘　　定　　科　　目

流 動 負 債 合 計

違 約 金 勘 定

未 払 金

指 導 普 及 事 業 引 当 金

広 報 Ｐ Ｒ 事 業 引 当 金

総 会 開 催 費 用 引 当 金

退 職 給 与 引 当 金

負 債 合 計

情 報 シ ス テ ム 事 業 引 当 金

固 定 負 債 合 計

（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ）

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

1 ． 一 般 正 味 財 産

一 般 正 味 財 産 合 計

*
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（単位；円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

Ⅰ. 

 1．経　常　増　減　の　部

(1) ( 259,387,000 ) ( 260,171,000 ) ( △ 784,000 )

① 42,921,000 42,921,000 0

② 214,258,000 215,042,000 △ 784,000

③ 2,208,000 2,208,000 0

(2) ( 1,935,000 ) ( 1,605,000 ) ( 330,000 )

(3) ( 33,099,720 ) ( 26,833,160 ) ( 6,266,560 )

① 20,713,720 13,147,160 7,566,560

② 12,386,000 13,686,000 △ 1,300,000

(4) ( 152,961 ) ( 678,730 ) ( △ 525,769 )

(5) ( 3,000,000 ) ( 3,000,000 ) ( 0 )

(6) ( 3,000,000 ) ( 3,000,000 ) ( 0 )

(7) ( 17,394,541 ) ( 21,126,970 ) ( △ 3,732,429 )

( 317,969,222 ) ( 316,414,860 ) ( 1,554,362 )

一般正味財産増減の部

1) 経 常 収 益

 ２．正味財産増減計算書 

２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで

勘　　定　　科　　目

維 持 会 員 会 費

受 取 会 費

賛 助 会 員 会 費

普 通 会 員 会 費

受 取 入 会 金

資 料 頒 布 収 益

講 習 会 会 費 収 入

事 業 収 益

雑 収 益

違 約 金 収 益

違 約 金 預 金 取 崩 収 益

退職給与引当預金取崩収益

（ 経 常 収 益 計 ）
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（単位；円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

(1) ( 224,944,771 ) ( 232,251,096 ) ( △ 7,306,325 )

① 12,739,706 14,167,149 △ 1,427,443

② 18,636,743 19,195,316 △ 558,573

③ 1,656,767 2,479,531 △ 822,764

④ 19,668,358 20,505,754 △ 837,396

⑤ 14,169,321 13,754,352 414,969

⑥ 7,777,376 11,983,323 △ 4,205,947

⑦ 5,568,074 7,328,220 △ 1,760,146

⑧ 8,014,949 4,629,410 3,385,539

⑨ 2,999,000 3,049,000 △ 50,000

⑩ 7,746,218 7,768,992 △ 22,774

⑪ 17,676,000 17,496,000 180,000

⑫ 504,000 504,000 0

⑬ 68,426,591 71,245,864 △ 2,819,273

⑭ 15,237,093 15,051,815 185,278

⑮ 3,852,222 3,604,778 247,444

⑯ 1,496,927 1,592,938 △ 96,011

⑰ 12,840,180 12,840,180 0

⑱ 602,388 602,388 0

⑲ 3,115,386 2,587,389 527,997

⑳ 675,611 724,519 △ 48,908

㉑ 964,405 583,315 381,090

㉒ 19,800 19,800 0

㉓ 160,960 157,339 3,621

㉔ 22,280 16,560 5,720

㉕ 374,416 363,164 11,252

勘　　定　　科　　目

2) 経 常 費 用

調 査 研 究 事 業 費

指 導 普 及 事 業 費

事 業 費

独 禁 法 等 調 査 研 究 事 業 費

広 報 Ｐ Ｒ 事 業 費

組 織 対 策 事 業 費

講 習 会 開 催 事 業 費

情 報 シ ス テ ム 関 係 事 業 費

資 料 頒 布 事 業 原 価

関 係 団 体 負 担 金

会 費 徴 収 事 務 費

役 員 報 酬

確 定 拠 出 年 金 掛 金

給 料 手 当

法 定 福 利 費

厚 生 費

会 議 費

賃 借 料

施 設 維 持 費

通 信 運 搬 費

光 熱 水 料 費

消 耗 品 費

修 繕 費

交 際 費

旅 費 交 通 費

雑 費
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（単位；円）

当 年 度 前 年 度 増　　　減

(2) ( 32,724,914 ) ( 31,836,865 ) ( 888,049 )

① 11,784,000 11,664,000 120,000

② 336,000 336,000 0

③ 13,746,060 13,122,000 624,060

④ 4,234,424 4,121,226 113,198

⑤ 821,180 794,624 26,556

⑥ 139,928 140,932 △ 1,004

⑦ 1,426,680 1,426,680 0

⑧ 66,912 66,912 0

⑨ 16,447 13,366 3,081

⑩ 75,067 80,502 △ 5,435

⑪ 48,600 49,634 △ 1,034

⑫ 2,200 2,200 0

⑬ 12,457 11,099 1,358

⑭ 2,300 1,020 1,280

⑮ 12,659 6,670 5,989

(3) ( 47,472,550 ） ( 35,119,118 ） ( 12,353,432 )

① 3,000,000 3,000,000 0

② 7,000,000 0 7,000,000

③ 6,000,000 0 6,000,000

④ 12,678,009 9,384,148 3,293,861

⑤ 1,400,000 1,608,000 △ 208,000

⑥ 17,394,541 21,126,970 △ 3,732,429

（ 305,142,235 ）（ 299,207,079 ） ( 5,935,156 )

12,826,987 17,207,781 △ 4,380,794

240,075,364 222,867,583 17,207,781

252,902,351 240,075,364 12,826,987

Ⅱ. ( 252,902,351 ) ( 240,075,364 ) ( 12,826,987 )

勘　　定　　科　　目

役 員 報 酬

管 理 費

確 定 拠 出 年 金 掛 金

給 料 手 当

法 定 福 利 費

厚 生 費

会 議 費

賃 借 料

施 設 維 持 費

通 信 運 搬 費

光 熱 水 料 費

消 耗 品 費

修 繕 費

交 際 費

旅 費 交 通 費

雑 費

違 約 金 預 金 繰 入 額

総 会 開 催 費 用 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 費 用

指 導 普 及 事 業 引 当 金 繰 入 額

退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額

特 定 退 職 共 済 掛 金

退 職 金

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高

正 味 財 産 期 末 残 高

（ 経 常 費 用 計 ）

一 般 正 味 財 産 増 減 額

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
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1．重要な会計方針

1） 有価証券の評価基準及び評価方法について

該当事項なし

2） 引当金の計上基準について

イ．退職給与引当金   役職員の退職により支給する退職給与に充てるため、毎期末に

  前期末と当期末の退職金要支給額の増差額から特定退職共済掛金

  を除いた額を繰入れている。

3） 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、仮払金、在庫品、未払金、預り金、違約金勘定を含めている。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

1） 基本財産 （単位；円）

2） 特定資産 （単位；円）

3．引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位；円）

4．担保に供している資産

  該当事項なし

 ３．財務諸表に対する注記 

科　　　　目 期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

差 入 保 証 金 4,660,617 0 0 4,660,617

基 本 財 産 組 入 預 金 58,470,000 0 0 58,470,000

広 報 Ｐ Ｒ 関 係 事 業 預 金 85,000,000 0 0 85,000,000

消費者相談関係事業預金 14,000,000 0 0 14,000,000

合　　計 162,130,617 0 0 162,130,617

科　　　　目 期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

当期末残高

退 職 給 与 引 当 金 100,241,458 12,678,009 17,394,541 95,524,926

退 職 給 与 引 当 預 金 100,241,458 12,678,009 17,394,541 95,524,926

合　　計 100,241,458 12,678,009 17,394,541 95,524,926

科　　　　目 期首残高 当期増加額 当期減少額
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5．次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

（単位；円）

6．固定資産の保有状況

  該当事項なし

7．保証債務

  該当事項なし

1．基本財産、特定資産及び引当金の明細

  財務諸表に対する注記2及び3で記載しているので省略する。

科　　　目 前期末残高 当期末残高

現 金 ・ 預 金 135,481,746 132,864,886

在　　庫　　品 6,044,581 7,163,805

合　　　計 152,783,578 150,768,806

未　　収　　金 9,553,736 9,215,020

前　　払　　金 1,703,515 1,525,095

預　　り　　金 2,088,769 1,941,548

未　　払　　金 53,127,609 25,433,071

指導普及事業引当金 0 6,000,000

違 約 金 勘 定 3,000,000 3,000,000

総会開催費用引当金 10,000,000 17,000,000

 ４． 附 属 明 細 書 

合　　　計 75,216,378 60,374,619

次期繰越収支差額 77,567,200 90,394,187

広報ＰＲ事業引当金 5,000,000 5,000,000

情報ｼｽﾃﾑ事業引当金 2,000,000 2,000,000
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（単位：円）

内　　　訳 小　　　計 合　　　計

 Ⅰ．資　　　産　　　の　　　部

( 150,768,806 )

( 1,051,486 )

① 四 輪 関 係 ( 560,456 )

② 二 輪 関 係 ( 491,030 )

( 131,813,400 )

① 四 輪 関 係 ( 79,828,427 )

48,044,824

4,842,259

23,004,070

3,937,274

② 二 輪 関 係 ( 51,984,973 )

51,984,973

　 ( 9,215,020 )

会 費 ( 282,000 )

① 198,000

② 84,000

資 料 頒 布 ( 602,020 )

① 600,452

② 1,568

講 習 会 費 用 ( 8,331,000 )

① 5,731,000

② 2,600,000

( 1,525,095 )

事 務 所 賃 借 料 ( 1,188,905 )

① 1,070,015

② 118,890

そ の 他 ( 336,190 )

① 293,550

② 42,640

( 7,163,805 )

① 四 輪 関 係 ( 5,599,250 )

876,614

1,081,595

521,420

12,028

695,740

749,472

科　　　　　　　目
金　　　　　　　　額

（ 流 動 資 産 ）

   1．現　　　　    　　　金

   2．預　　　　　　 　   金

み ず ほ 銀 行 麹 町 支 店

５． 財　産　目　録

２ ０ ２ ４ 年  ３ 月 ３ １ 日

   3．未　　　　収　　　　金

三 井 住 友 銀 行 麹 町 支 店

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 麹 町 中 央 支 店

都 道 府 県 会 館 内 郵 便 局

み ず ほ 銀 行 麹 町 支 店

3）

四 輪 関 係

二 輪 関 係

1）

四 輪 関 係 維 持 会 員

二 輪 関 係 維 持 会 員

2）

四 輪 関 係

二 輪 関 係

四 輪 関 係

二 輪 関 係

   5．在　　　　庫　　　　品

会 員 証

コ ン デ ィ シ ョ ン ノ ー ト

走 行 距 離 計 交 換 歴 車 シ ー ル

   4．前　　　　払　　　　金

1）

四 輪 関 係

二 輪 関 係

2）

走 行 距 離 計 改 ざ ん 歴 車 シ ー ル

新 車 規 約 マ ニ ュ ア ル

中 古 車 規 約 マ ニ ュ ア ル

**※**※
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（単位：円）

内　　　訳 小　　　計 合　　　計

226,069

348,349

510,941

327,783

77,126

110,330

61,783

② 二 輪 関 係 ( 1,564,555 )

683,302

565,446

97,774

153,168

62,299

2,566

( 258,033,090 )

( 162,130,617 )

差 入 保 証 金 ( 4,660,617 )

4,660,617

基 本 財 産 組 入 預 金 ( 58,470,000 )

48,470,000

10,000,000

広 報 Ｐ Ｒ 関 係 事 業 預 金 ( 85,000,000 )

25,000,000

30,000,000

30,000,000

消費者相談関係事業預金 ( 14,000,000 )

14,000,000

( 95,902,473 )

退 職 給 与 引 当 預 金 ( 95,524,926 )

① 四 輪 関 係 ( 73,791,335 )

73,791,335

② 二 輪 関 係 ( 21,733,591 )

21,733,591

電 話 加 入 権 ( 377,547 )

377,547

408,801,896

新 車 の 広 告 宣 伝 マ ニ ュ ア ル

中 古 車 の 広 告 宣 伝 マ ニ ュ ア ル

レ ベ ル ア ッ プ 研 修 会 テ キ ス ト

中古車の「支払総額」に関するマニュアル

自 動 車 販 売 ・ 整 備 業 界 と 下 請 法

科　　　　　　　目
金　　　　　　　　額

会 員 証

走 行 メ ー タ ー 交 換 記 録 シ ー ル

走 行 距 離 計 減 算 車 シ ー ル

会 員 店 ス テ ッ カ ー

消 費 者 相 談 対 応 マ ニ ュ ア ル

お 客 様 相 談 対 応 ハ ン ド ブ ッ ク

事 務 所 賃 借

2）

み ず ほ 銀 行 麹 町 支 店

都 道 府 県 会 館 内 郵 便 局

3）

み ず ほ 銀 行 麹 町 支 店

品 質 評 価 実 施 店 ス テ ッ カ ー

品 質 評 価 実 施 車 両 シ ー ル

（ 固 定 資 産 ）

   1．基    本    財　   産

1）

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 麹 町 中 央 支 店

み ず ほ 銀 行 麹 町 支 店

2）

電 話 ４ 本 加 入 権

資　　産　　合　　計

三 井 住 友 銀 行 麹 町 支 店

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 麹 町 中 央 支 店

4）

み ず ほ 銀 行 麹 町 支 店

   2．そ の 他 の 固 定 資 産

1）
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（単位：円）

内　　　訳 小　　　計 合　　　計

 Ⅱ．負　　　債　　　の　　　部

( 60,374,619 )

   1．預　　　　り　　　　金 ( 1,941,548 )

源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 ( 1,941,548 )

   2．未　　　　払　　　　金 ( 25,433,071 )

① 四 輪 関 係 ( 11,750,979 )

539,460

3,926,462

1,707,795

431,000

610,000

852,995

250,356

1,585,491

36,101

1,463,130

348,189

② 二 輪 関 係 ( 13,682,092 )

105,140

2,249,488

4,871,996

2,569,401

1,595,266

1,966,264

6,501

276,040

41,996

   3．違   約   金   勘   定 ( 3,000,000 )

① 四 輪 関 係 ( 3,000,000 )

   4．総 会 開 催 費 用 引 当 金 ( 17,000,000 )

① 四 輪 関 係 ( 14,000,000 )

② 二 輪 関 係 ( 3,000,000 )

   5．指 導 普 及 事 業 引 当 金 ( 6,000,000 )

① 四 輪 関 係 ( 3,000,000 )

② 二 輪 関 係 ( 3,000,000 )

   6．広 報 Ｐ Ｒ 事 業 引 当 金 ( 5,000,000 )

① 二 輪 関 係 ( 5,000,000 )

   7．情 報 シ ス テ ム 事 業 引 当 金 ( 2,000,000 )

① 二 輪 関 係 ( 2,000,000 )

科　　　　　　　目

公 取 協 ニ ュ ー ス 印 刷 費

調 査 研 究 関 係 費

指 導 普 及 関 係 費

独 禁 法 等 調 査 研 究 関 係 費

広 報 Ｐ Ｒ 関 係 費

金　　　　　　　　額

（ 流 動 負 債 ）

そ の 他

公 取 協 ニ ュ ー ス 印 刷 費

調 査 研 究 関 係 費

指 導 普 及 関 係 費

広 報 Ｐ Ｒ 関 係 費

組 織 対 策 関 係 費

組 織 対 策 関 係 費

講 習 会 開 催 関 係 費

情 報 シ ス テ ム 関 係 費

資 料 等 発 送 関 係 費

厚 生 年 金 等 保 険 料

講 習 会 開 催 関 係 費

情 報 シ ス テ ム 関 係 費

厚 生 年 金 等 保 険 料

そ の 他

**※**※
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（単位：円）

内　　　訳 小　　　計 合　　　計

( 95,524,926 )

  1．退 職 給 与 引 当 金 ( 95,524,926 )

① 四 輪 関 係 ( 73,791,335 )

② 二 輪 関 係 ( 21,733,591 )

155,899,545

252,902,351

（ 固 定 負 債 ）

負　　債　　合　　計

差　引　正　味　財　産

科　　　　　　　目
金　　　　　　　　額
**※**※
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２０２４年　５月１０日

一般社団法人　自動車公正取引協議会

監　事 ㊞　 

監　事 ㊞ 　

執行を監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１ 　監査の方法及びその内容

について監査しました。

２ 　監査意見

（１）　事業報告等の監査結果

一

二

 事実は認められません。

（２）　計算書類及び財産目録の監査結果

 認めます。

計算書類及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと

監 査 報 告 書

一般社団法人 自動車公正取引協議会

会 長 倉 石 誠 司 殿

高 橋 信 行

小 河 原 靖 夫

私たち監事は、２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの事業年度の職務の

各監事は、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、業務内容

及び当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録

　 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
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【第２号議案】 

自動車業における表示に関する公正競争規約及び 

同施行規則改正（案）の件 

1.「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う規約・規則改正（案） 

１）改正の理由 

◇「ステルスマーケティング」を景品表示法上の不当表示として指定する告示が施行

（２０２３年１０月施行）されたことに伴い、規約・規則を改正して同告示に対応した 

不当表示の禁止規定を新設するとともに、不当表示規定に対応した規約違反措置 

基準を新設 

※現行の規約では、優良誤認表示、有利誤認表示及びおとり広告に該当するものが

不当表示として規制の対象 

２）改正（案）のポイント 

◇不当表示の禁止規定に、「事業者の表示であるにもかかわらず、事業者の表示で  

あることが判別困難な表示」を追加 

※景表法と同様、優良・有利誤認に該当しない場合も不当表示として規制の対象 

◇不当表示規定に対応した規約違反措置基準を新設（「警告」） 

3）今後のスケジュール等 

①規約・規則改正案の認定・承認申請 

◇総会で承認を得た後、消費者庁及び公取委に認定・承認を申請 

②規約・規則改正案に関する周知活動の実施 

◇会員事業者等に対し、規約・規則改正案に関する周知活動を実施 

③改正規約・規則の施行時期 

◇規約・規則改正案について認定・承認を得た後、速やかに施行 
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２. 景品表示法改正に伴う適用条文変更 

１）改正の理由 

◇２０２３年５月の景品表示法改正（施行は２０２４年秋頃）に伴い、公正競争規約（景品

表示法第３１条に基づく協定又は規約）設定の根拠となる景品表示法の条文が、  

第３６条に変更となることから、当該箇所の改正が必要 

 

 

 

 

 

 

２）改正（案）のポイント 

◇今回の景品表示法の改正は、主に以下の内容で、これに伴う規約の改正は、上記  

適用条文の変更のみ（規約の内容に関する変更を伴わない） 

<改正景品表示法の主な内容> 

①事業者の自主的な取り組みの促進 

⇒「確約手続の導入」と「課徴金制度における返金措置の弾力化」 

②違反行為に対する抑止力の強化 

⇒「課徴金制度の見直し（再違反の場合は１．５倍）」と「罰則規定の拡充（直罰の

導入、優良・有利誤認に罰金１００万円）」 

③円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等 

    ⇒「国際化の進展への対応」と「適格消費者団体による開示要請規定の導入  

（表示の裏付けとなる根拠を示す資料の開示要請）」 

3）今後のスケジュール等 

◇「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う規約・規則改正（案）の改正と同様の  

タイミングで手続等を実施 

  

景品表示法（抜粋） 

（協定又は規約） 

第三十一条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示

に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当

な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間

の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができ

る。これを変更しようとするときも、同様とする。 
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■自動車業における表示に関する公正競争規約改正（案）【新旧対照表】 

 

 変 更 案 現 行 規 約 

 

第 1 章 総 則 

（目 的） 

第 1 条 この公正競争規約（以下「規約」という。）は、不

当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号。

以下「景品表示法」という。）第 36 条第１項の規定に

基づき、日本国内における自動車の取引について行う表

示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引

を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及

び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 

 

第 2 条（略） 

 

第 2 章 新 車 

第 3 条～第 9 条（略） 

 

（ステルスマーケティングの禁止） 

第 9 条の２ 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に

ついて行う表示であって、一般消費者が当該表示である

ことを判別することが困難であると認められるもの 

 

第 10条（略） 

 

第 3 章 中古自動車 

第 11 条～第 15 条（略） 

 

（ステルスマーケティングの禁止） 

第 15 条の２ 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引

について行う表示であって、一般消費者が当該表示であ

ることを判別することが困難であると認められるもの 

 

第 16条（略） 

 

第 4 章   自動車公正取引協議会 

第 17 条～第 18 条（略） 

 

第 5 章   違反に対する調査・措置 

第 19 条～第 21 条（略） 

 

第 6 章   雑 則 

第 22 条（略） 

 

 

第 1 章 総 則 

（目 的） 

第 1 条 この公正競争規約（以下「規約」という。）は、不

当景品類及び不当表示防止法（昭和 37年法律第134号。

以下「景品表示法」という。）第 31 条第１項の規定に基

づき、日本国内における自動車の取引について行う表示

に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を

防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び

事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 

 

第 2 条（略） 

 

第 2 章 新 車 

第 3 条～第 9 条（略） 

 

― 新 設 ― 

 

 

 

 

第 10 条（略） 

 

第 3 章 中古自動車 

第 11 条～第 15 条（略） 

 

― 新 設 ― 

 

 

 

 

第 16条（略） 

 

第 4 章   自動車公正取引協議会 

第 17 条～第 18 条（略） 

 

第 5 章   違反に対する調査・措置 

第 19 条～第 21 条（略） 

 

第 6 章   雑 則 

第 22 条（略） 
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■新車に関する施行規則改正（案）【新旧対照表】 

 

改 正 案 現 行 規 則 

 

第 1 条～第 26 条（略） 

 

第 27 条 規約第 9条の２の規定の解釈については、「一般消費

者が事業者の表示であることを判別することが困難であ

る表示」の運用基準（令和５年３月２８日消費者庁長官

決定）によるものとする。 

 

第 28 条～第 29 条 （略） 

 

 

第 1 条～第 26 条（略） 

 

― 新 設 ― 

 

 

 

 

第 27 条～第 28 条 （略） 

 

 

 

中古車に関する施行規則改正（案）【新旧対照表】 

 

改 正 案 現 行 規 則 

 

第 1 条～第 20 条（略） 

 

第 21 条 規約第 15 条の２の規定の解釈については、「一般消

費者が事業者の表示であることを判別することが困難で

ある表示」の運用基準（令和５年３月２８日消費者庁長

官決定）によるものとする。 

 

 

第 1 条～第 20 条（略） 

 

― 新 設 ― 
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■規約違反措置基準改正（案） 

 
 

措   置 
 

違 反 類 型 
 

注 意 警 告 違約金（最高額） 

口頭 文書 警告 厳重 初 回 2回目 

 
<新車関係> 
1～11. (略) 

【追加】 
12. 規約第 9 条の２（ステルスマーケティングの禁
止） 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
○ 

 
 
 
 
◎ 

 
 
 
 

50万円 

 
 
 
 

100万円 

 
13. 規約第 10条（不当表示の教唆等の禁止） 

 

 
 

 
 

 
○ 

 
◎ 

 
50万円 

 
100万円 

 
14. 
①上記１～８の違反に対する警告に従わない場合 
②上記９～１３の違反に対する警告に従わない場合 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50万円 
200万円 

 

 
 

措   置 
 

違 反 類 型 
 

注 意 警 告 違約金（最高額） 

口頭 文書 警告 厳重 初 回 2回目 

 
<中古車関係> 
1～9. (略) 

【追加】 
10. 規約第 15 条の２（ステルスマーケティングの
禁止） 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
○ 

 
 
 
 
◎ 

 
 
 
 

50万円 

 
 
 
 

100万円 

 
11. 規約第 16条（準 用） 

不当表示の教唆等の禁止（規約第10条）の準用 
 

 
 

 
 

 
○ 

 
◎ 

 
50万円 

 
100万円 

 
12. 
上記1～11の違反に対する警告に従わない場合 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

200万円 
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【第３号議案】 

二輪自動車業における表示に関する公正競争規約及び 

同施行規則改正（案）の件 

1.「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う規約・規則改正（案） 

１）改正の理由 

◇「ステルスマーケティング」を景品表示法上の不当表示として指定する告示が施行

（２０２３年１０月施行）されたことに伴い、規約・規則を改正して同告示に対応した 

不当表示の禁止規定を新設するとともに、不当表示規定に対応した規約違反措置 

基準を新設 

※現行の規約では、優良誤認表示、有利誤認表示及びおとり広告に該当するものが

不当表示として規制の対象 

２）改正（案）のポイント 

◇不当表示の禁止規定に、「事業者の表示であるにもかかわらず、事業者の表示で  

あることが判別困難な表示」を追加 

※景表法と同様、優良・有利誤認に該当しない場合も不当表示として規制の対象 

◇不当表示規定に対応した規約違反措置基準を新設（「警告」） 

3）今後のスケジュール等 

①規約・規則改正案の認定・承認申請 

◇総会で承認を得た後、消費者庁及び公取委に認定・承認を申請 

②規約・規則改正案に関する周知活動の実施 

◇会員事業者等に対し、規約・規則改正案に関する周知活動を実施 

③改正規約・規則の施行時期 

◇規約・規則改正案について認定・承認を得た後、速やかに施行 
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２. 景品表示法改正に伴う適用条文変更 

１）改正の理由 

◇２０２３年５月の景品表示法改正（施行は２０２４年秋頃）に伴い、公正競争規約（景品

表示法第３１条に基づく協定又は規約）設定の根拠となる景品表示法の条文が、  

第３６条に変更となることから、当該箇所の改正が必要 

 

 

 

 

 

 

２）改正（案）のポイント 

◇今回の景品表示法の改正は、主に以下の内容で、これに伴う規約の改正は、上記  適

用条文の変更のみ（規約の内容に関する変更を伴わない） 

<改正景品表示法の主な内容> 

①事業者の自主的な取り組みの促進 

⇒「確約手続の導入」と「課徴金制度における返金措置の弾力化」 

②違反行為に対する抑止力の強化 

⇒「課徴金制度の見直し（再違反の場合は１．５倍）」と「罰則規定の拡充（直罰の

導入、優良・有利誤認に罰金１００万円）」 

③円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等 

    ⇒「国際化の進展への対応」と「適格消費者団体による開示要請規定の導入  

（表示の裏付けとなる根拠を示す資料の開示要請）」 

3）今後のスケジュール等 

◇「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う規約・規則改正（案）の改正と同様の  

タイミングで手続等を実施 

  

景品表示法（抜粋） 

（協定又は規約） 

第三十一条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示

に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当

な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間

の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができ

る。これを変更しようとするときも、同様とする。 
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■二輪自動車業における表示に関する公正競争規約改正（案）【新旧対照表】 

 

 変 更 案 現 行 規 約 

 

第 1 章 総 則 

（目 的） 

第 1 条 この公正競争規約（以下「規約」という。）は、不

当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号。

以下「景品表示法」という。）第 36 条第１項の規定に

基づき、日本国内における二輪自動車の取引について行

う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の

誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選

択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とす

る。 

 

第 2 条（略） 

 

第 2 章 新 車 

第 3 条～第 10 条（略） 

 

（ステルスマーケティングの禁止） 

第 10 条の２ 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引

について行う表示であって、一般消費者が当該表示であ

ることを判別することが困難であると認められるもの 

 

第 11条（略） 

 

第 3 章 中古自動車 

第 12条～第 19 条（略） 

 

（ステルスマーケティングの禁止） 

第 19 条の２ 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引

について行う表示であって、一般消費者が当該表示であ

ることを判別することが困難であると認められるもの 

 

第 20 条（略） 

 

第 4 章   自動車公正取引協議会 

第 21 条～第 22 条（略） 

 

第 5 章   違反に対する調査・措置 

第 23 条～第 25 条（略） 

 

第 6 章   雑 則 

第 26 条（略） 

 

 

第 1 章 総 則 

（目 的） 

第 1 条 この公正競争規約（以下「規約」という。）は、不

当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号。

以下「景品表示法」という。）第 31 条第１項の規定に

基づき、日本国内における二輪自動車の取引について行

う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の

誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選

択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とす

る。 

 

第 2 条（略） 

 

第 2 章 新 車 

第 3 条～第 10 条（略） 

 

― 新 設 ― 

 

 

 

 

第 11条（略） 

 

第 3 章 中古自動車 

第 12条～第 19 条（略） 

 

― 新 設 ― 

 

 

 

 

第 20条（略） 

 

第 4 章   自動車公正取引協議会 

第 21 条～第 22 条（略） 

 

第 5 章   違反に対する調査・措置 

第 23 条～第 25 条（略） 

 

第 6 章   雑 則 

第 26 条（略） 
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■新車に関する施行規則改正（案）【新旧対照表】 

 

改 正 案 現 行 規 則 

 

第 1 条～第 20 条（略） 

 

第 21 条 規約第 10 条の２の規定の解釈については、「一般消

費者が事業者の表示であることを判別することが困難で

ある表示」の運用基準（令和５年３月２８日消費者庁長

官決定）によるものとする。 

 

 

第 1 条～第 20 条（略） 

 

― 新 設 ― 

 

 

 

 

 

 

■中古車に関する施行規則改正（案）【新旧対照表】 

改 正 案 現 行 規 則 

 

第 1 条～第 21 条（略） 

 

第 22 条 規約第 19 条の２の規定の解釈については、「一般消

費者が事業者の表示であることを判別することが困難で

ある表示」の運用基準（令和５年３月２８日消費者庁長

官決定）によるものとする。 

 

 

第 1 条～第 21 条（略） 

 

― 新 設 ― 
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■規約違反措置基準改正（案） 

 
 

措   置 
 

違 反 類 型 
 

注 意 警 告 違約金（最高額） 

口頭 文書 警告 厳重 初 回 2回目 

 
<新車関係> 
1～20. (略) 

【追加】 
21. 規約第 10 条の２（ステルスマーケティングの
禁止） 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
○ 

 
 
 
 
◎ 

 
 

20万円 

～  
50万円 

 
 

 
 
 
 

100万円 
 
 

 
22. 規約第 11条（不当表示の教唆等の禁止） 

 

 
 

 
 

 
○ 

 
◎ 

 

 
 

措   置 
 

違 反 類 型 
 

注 意 警 告 違約金（最高額） 

口頭 文書 警告 厳重 初 回 2回目 

 
<中古車関係> 
1～16. (略) 

【追加】 
17. 規約第 19 条の２（ステルスマーケティングの
禁止） 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
○ 

 
 
 
 
◎ 

 
 

20万円 

～  
50万円 

 
 
 
 

100万円 

 
18. 規約第 20条（不当表示の教唆等の禁止） 

 

 
 

 
 

 
○ 

 
◎ 

 
50万円 

 
100万円 
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【第４号議案】 

任期満了に伴う理事、監事選任（案）の件 
 

１．理  事  候  補（２２名）  ＜  ＞内は推薦団体  

 

＜日本自動車工業会＞  ２名  

【新任】  鈴  木  俊  宏  （自工会副会長）  

【新任】  松  永     明  （自工会副会長・専務理事）  

 

＜日本自動車販売協会連合会＞  ３名  

【新任】  加  藤  敏  彦  （自販連会長）  

【再任】  加  藤  和  夫  （自販連常任理事、東京都支部長）  

【再任】  小  糸  正  樹  （自販連副会長・専務理事）  

 

＜全国軽自動車協会連合会＞  ３名  

【再任】  赤  間  俊  一  （全軽自協会長）  

【再任】  成  瀬     修  （全軽自協副会長）  

【再任】  板  崎  龍  介  （全軽自協専務理事）  

 

＜日本自動車輸入組合＞  ２名  

【再任】  入  野  泰  一  （輸入組合副理事長・専務理事）  

【再任】  小  川  隼  平  （輸入組合理事）  

 

＜日本自動車整備振興会連合会＞  ３名  

【再任】  竹  林  武  一  （日整連会長）  

【再任】  喜  谷  辰  夫  （日整連副会長）  

【再任】  木  場  宣  行  （日整連専務理事）  

 

＜日本中古自動車販売協会連合会＞  ３名  

【再任】  海  津     博  （中販連会長）  

【再任】  塚  田  長  志  （中販連副会長）  

【再任】  武  藤  孝  弘  （中販連専務理事）  

 

＜日本二輪車普及安全協会＞  ２名  

【再任】  小  椋  道  生  （日本二普協専務理事）  

【再任】  井  下  茂  一  （日本二普協理事・流通環境本部長）  
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＜全国オートバイ協同組合連合会＞  ２名  

【再任】  大  村  直  幸  （オートバイ組合連合会会長）  

【再任】  石  井     大  （オートバイ組合連合会専務理事）  

 

＜学識経験者＞  ２名  

【再任】  鈴  木  欣  也  （公取協専務理事）  

【再任】  浅  見  尚  久  （公取協常務理事）  

 

 

２．監  事  候  補（２名）  ＜  ＞内は推薦団体  

 

＜日本自動車工業会＞  １名  

【再任】  髙  橋  信  行  （自工会理事・事務局長）  

 

＜日本自動車販売協会連合会＞  １名  

【再任】  小河原  靖  夫  （自販連大型バストラック委員会委員）  
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【報告事項１】 

２０２４年度事業計画書の件 
 

基 本 方 針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 点 事 業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪四輪車関係≫ 
 
１．会員事業者の表示管理体制整備・充実のための支援活動 

 

２．中古車の「支払総額」の表示を定着させるための普及活動 

 

3．修復歴等の不当表示の未然防止及び厳正な対処 

 

4．カタログ等の装備品の表示の問題点及び適正表示に関する周知活動 

 

≪二輪車関係≫ 
 
１．会員専用ページを活用した規約の普及活動 

 

２．中古二輪車の品質評価（「品質評価実施店」）の定着化 

 

３．規約の一層の定着化を図るための普及活動の実施及び今後の 

規約指導体制等に関する検討 

 

 

 

１．公正競争規約に基づく適正な表示の徹底により、公正な競争の促進 

及び一般消費者の信頼確保・向上を図る 
 

２．公正競争規約及び会員店で購入するメリットを一般消費者に積極的に

ＰＲし、その認知を高める 
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≪四輪車関係≫ 

１．規約に基づく適正表示の一層の促進 

１）規約遵守状況調査の実施 

①各地区及び公取協事務局による店頭表示に関する規約遵守状況調査の実施 

    ◇各地区公取協事務取扱所（４団体支部・支所等）及び公取協事務局による店頭表示に

関する規約遵守状況調査を実施 

②公取協事務局による広告表示に関する規約遵守状況調査の実施 

 ◇新聞・チラシ広告の表示について、公取協事務局による規約遵守状況調査を実施 

 ◇ウェブサイトや SNSの表示について、公取協事務局による規約遵守状況調査を実施 

２）広告表示適正化のための普及活動の実施 

①広告制作等に関する事前相談への積極的な対応及び情報提供の実施 

◇広告制作等に関する事前相談に積極的に対応、相談事例や問題点について、ホーム 

ページや「ＡＦＴＣ INFORMATION」によりリアルタイムな情報提供を実施 

②「支払総額」の表示を定着させるための中古車情報誌賛助会員等との連携強化  

◇「支払総額」の表示を定着させるため、中古車情報誌賛助会員との連携を一層強化、

中古車広告表示研究会の開催等を通じ、表示を定着させるための対応や課題につ

いて情報共有や意見交換を実施するとともに、表示を定着させるための協力を要請 

◇ＪＡＲＯや新聞協会、広告関係事業者との情報共有等を通じ、連携を強化 

３）関係団体との連携による規約普及活動の推進 

◇店頭表示や広告表示について、関係団体と連携した規約普及活動を実施 

◇各地区規約担当者を対象とした研修の充実等、各地区における規約普及指導体制

の充実を図る 

２．会員事業者の表示管理体制整備・充実のための支援活動 

１）会員事業者（「表示管理者」）等を対象とした研修会の開催 

①ｅラーニング（動画配信）による規約等に関する研修会の開催 

◇会員事業者の「表示管理者」及び広告関係事業者等を対象とした、規約や広告宣伝

に関する研修会（「基礎研修」及び「レベルアップ研修」）を開催 
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②ブロックや地区単位、事業者単位の規約等に関する研修会の開催 

◇地区や会員事業者の要望に基づき、担当部門やスキル等に応じた研修会を開催 

２）広告関係事業者（「広告表示管理者」）を対象とした研修会の開催 

①ｅラーニング（動画配信）による規約等に関する研修会の開催 

②地区単位、事業者単位の規約等に関する研修会の開催 

◇会員事業者と同様に、広告関係事業者（「広告表示管理者」）」を対象とした研修会

（「基礎研修」及び「レベルアップ研修」）を開催、受講者には、会員事業者が安心して

広告作成を依頼できる目安として、「広告表示管理者研修 受講証」を発行 

３）「表示管理者」を通じた規約普及活動の推進と表示管理体制充実の促進 

◇「表示管理者」による表示等のチェックや規約に基づく適正な表示の周知等、各社に

おける規約の普及活動を推進する等、表示管理体制の充実を促進 

◇表示管理者の選任の有無をはじめとした、会員事業者の表示等管理体制を点検  

するためのセルフチェックを実施 

３．中古車の「支払総額」の表示を定着させるための普及活動 

１）「支払総額」の表示を定着させるための普及活動等の実施 

①各地区公取協事務取扱所と連携した普及活動の実施 

◇各地区公取協事務取扱所と連携した「支払総額」の表示に関する研修会の開催 

◇各地区における普及状況の実態や問題点に関する意見交換会等の開催 

②「支払総額」の解説動画やプライスカード作成システムを活用した普及促進 

◇「支払総額」の表示に関する解説動画（ＨＰに公開）の視聴促進 

◇「支払総額」の表示に対応したプライスカード作成システム（ＨＰに公開）の利用促進 

③「支払総額」の表示についての消費者に対するＰＲ活動の実施 

◇「中古車の価格表示が『支払総額』に変わったこと」及び「会員店は、『支払総額』の 

表示で安心であること」を店頭でＰＲするためのツールを作成、会員事業者に配布 

◇YouTube の CM 動画や公取協ホームページを活用し、消費者に対して「中古車の

価格表示が『支払総額』に変わったこと」及び「公取協会員店は、『支払総額』の表示

で安心であること」を周知するためのＰＲ活動を実施 

◇中古車情報誌・サイト等の協力を得て、消費者に対して「中古車の価格表示が『支払

総額』に変わったこと」及び「公取協会員店は『支払総額』の表示で安心であること」

を周知・啓発するためのＰＲ活動を実施 
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④「支払総額」の表示の定着状況に関する実態把握の実施 

◇「支払総額」の表示の実施状況等について、消費者からの苦情相談内容のモニタリン

グ、店頭表示及び広告表示に関する規約遵守状況調査を通じて実態を把握 

２）不当な価格表示に対する監視・指導の強化と厳正な対処 

①苦情相談のモニタリングと事業者へのヒアリング、表示と販売実態調査の実施 

◇消費者からの苦情相談（「支払総額」で購入できない）のモニタリングに基づき、事業

者に対するヒアリングや表示と販売実態に関する調査を実施 

②苦情相談の多い事業者の表示と販売実態調査の実施 

◇中古車の不当な価格表示や不適切な販売行為等、消費者からの苦情相談の多い  

事業者の表示と販売実態に関する調査を実施 

③不当な価格表示に対する厳正な対処 

◇上記①、②の調査の結果、不当な価格表示や不適切な販売行為が認められた場合、

規約違反措置基準に基づき、「厳重警告」の措置を採るとともに、悪質な場合は併せ

て「違約金」、「事業者名公表」の措置を採る等、厳正に対処 

３）店頭展示車の表示（プライスボード）に関する規定見直しの検討 

■プライスボードの電子化を踏まえた表示規定見直しの検討 

◇店頭展示車の表示（プライスボード）について、タブレット端末等のデジタル機器を 

用いた表示が普及しつつあることを踏まえ、必要表示事項の文字サイズ等を含め、

実態に即した規定とするための見直し（施行規則の改正）を検討 

４．修復歴等の不当表示の未然防止と厳正な対処 

１）修復歴及び冠水車、走行距離等の不当表示の未然防止の実施 

◇規約遵守状況調査や研修会を通じ、修復歴及び冠水車、走行距離等の適正な表示に

ついて周知活動を実施、問題のある表示については改善指導を実施 

２）修復歴等の不当表示に関する監視調査の継続実施と厳正な対処 

◇オークションで落札された｢修復歴車｣や「冠水車」、｢改ざん歴車｣の販売時の表示 

実態調査を継続して実施 

◇会員の修復歴や冠水車、走行距離の不当表示に対しては、「厳重警告」、悪質な場合

は併せて「違約金」、「事業者名公表」の措置を採る等、厳正に対処 

◇非会員の不当表示に対しては、消費者庁や都道府県に景品表示法に基づく措置を 

要請 
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５．「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う規約・規則改正（案）の 

認定・承認申請及び周知活動 

１）規約・規則改正（案）の認定・承認申請 

◇「ステルスマーケティング」を景品表示法上の不当表示として指定する告示が施行 

されたことに伴い、同告示に対応した不当表示の禁止規定を新設した規約・規則  

改正（案）を定時総会（６月開催予定）に上程、承認を得た後、消費者庁及び公取委に  

認定・承認を申請 

２）「口コミ」投稿等における不当表示未然防止のための周知活動の実施 

◇研修会等を通じ、優良・有利誤認となるかどうかは問わず、「事業者の表示であるに

もかかわらず、事業者の表示であることが判別困難な表示」は不当表示となること

等について周知活動を実施 

◇中古車情報ウェブサイトにおける「口コミ」投稿の実態調査を実施、問題となるおそ

れのある「口コミ」投稿が認められた事業者及び同「口コミ」が掲載された中古車  

情報媒体社に対するヒアリング等を実施、問題発生の原因等を把握するとともに、

問題が見られた場合は改善指導を実施 

６．カタログ等の装備品の表示の問題点及び適正表示に関する周知活動 

１）ウェブカタログの装備品表示の問題点等に関する周知活動の実施 

◇実際には「標準装備」ではないにもかかわらず、「標準装備」であるかのように誤認 

されるおそれのある表示など、ウェブサイト（ウェブカタログ）における表示実態調査

で見られた問題点について、周知活動を実施 

２）消費者にわかりやすい適正な表示の周知活動の実施 

◇カタログや広告等の装備品等の表示及び打消し表示について、消費者にとって分か

りやすい、明瞭な表示等、適正な表示方法に関する周知活動を実施 

◇上記について、表示の状況に関する実態把握を適宜実施、問題等がみられた場合は

改善指導を実施 

７．自動運転化技術に関する適正な表示の検討及び普及活動 

１）運転支援機能（レベル１、２）及び自動運転機能（レベル３）に関する表示の考え方 

の周知活動の実施 

◇研修会等を通じ、「運転支援車（レベル１、２）並びに自動運転車（レベル３）及びその機

能の表示に関する規約運用の考え方」の周知活動を実施 
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２）自動運転機能（レベル４以降）に関する表示のあり方の検討 

◇自動運転化技術レベル４以降の自動運転車及びその機能について、消費者の誤解や

過信を招かないようにするため、テレビＣＭ等における表示（映像表現）のあり方  

及び注意喚起表示の内容等について、関係機関と連携しながら検討 

３）中古車の運転支援機能等の今後の表示のあり方の検討及び情報提供の実施 

◇中古車販売時における表示や情報提供及びそのための情報収集のあり方等につい

て検討、必要に応じて情報提供を実施 

４）表示の実態把握及び改善指導の実施 

◇上記１）及び３）について、テレビＣＭ等の広告や店頭における表示の状況に関する

実態把握を適宜実施、問題等がみられた場合は改善指導を実施 

８．新たな販売方法・サービス等に対応した表示のあり方の検討 

１）ＳＮＳ等を活用した広告宣伝における留意点の周知活動の実施 

◇ＳＮＳ等を活用した広告宣伝における表示の留意点について周知活動を実施すると

ともに、ＳＮＳの表示に関する実態把握を適宜実施、必要に応じて表示のあり方に 

ついて検討 

２）新たな販売方法・サービス等に対応した表示のあり方の検討 

◇消費者ニーズに対応した新たな販売方法やサービス等に関する実態把握等を実施、 

表示上の問題の有無や、必要に応じて表示のあり方について検討 

９．中古車の車両状態評価に関する監修・監査及びＰＲ活動 

１）車両状態評価に関する監修基準に基づく監修及び監査の実施 

◇車両状態評価の評価機関からの申請に基づき、車両状態評価制度（システム）が監修

基準を満たしているか審査を行い、監修基準を満たしている場合は監修を実施 

◇監修を受けた評価機関の評価制度（システム）について、定期的な監査を実施 

２）車両状態評価に関する監修制度等についてのＰＲ活動の実施 

◇公取協の車両状態評価の「監修制度」及び監修を受けた「評価機関」並びに「評価付

き中古車」の信頼性について、ホームページ等を通じて一般消費者に対するＰＲ活動

を実施 
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１０．消費者関連事業の推進 

１）消費者トラブルへの適切な対応及び未然防止のための活動の実施 

①苦情・相談の受付と、トラブル対応・未然防止のための情報提供の実施 

◇消費者からの苦情・相談を効率的に受付け、トラブル解決のための適切な助言を  

行う等、迅速かつ適切に対応 

◇受付けた苦情相談を基にトラブルの発生原因や規約（表示上の問題）との関連、  

販売対応の問題点等を分析、ホームページ等において、購入の際の留意点やトラ  

ブル防止のための注意点等を消費者に情報提供するとともに、相談が増加している

ものや悪質なものについては、注意喚起を実施 

②「消費者相談対応マニュアル」、「同ハンドブック」に基づく研修会の開催 

◇中古車の「支払総額」の表示に関する規約改正を踏まえ「消費者相談対応マニュアル」

及び「同ハンドブック」を改訂、各地区公取協事務取扱所や会員事業者からの要望に

基づき、マニュアル等に基づく研修会を開催 

③苦情相談件数が多い事業者に対する監視調査及び改善指導の実施 

◇苦情相談件数が多い、または、悪質性が高い事業者の不当な価格表示や不適切な

販売行為に関する監視調査を実施、問題がみられた場合は改善指導を実施、不当な

価格表示に対しては、規約違反措置基準に基づき措置を採る等、厳正に対処 

２）国民生活センター及び消費生活センターとの連携強化 

◇国民生活センター及び各地区消費生活センターとの情報交換活動を積極的に実施 

する等連携強化を図るとともに、各地区における円滑な相談対応を図るため、消費

生活センターと関係団体との懇談会を開催 

◇地区消費生活センター等からの要請に基づき、相談受付担当者を対象とした、相談

受付状況や消費者相談への対応方法等に関する研修を実施 

３）消費者団体等との情報交換活動の実施 

◇消費者関連団体との懇談会を開催し、情報交換活動を実施 

◇消費者が求める表示や現状の表示に対する認識、評価等について把握するため、  

必要に応じて消費者を対象としたアンケートを実施 
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１１．広報ＰＲ活動 

１）「支払総額」の表示で安心の公取協会員店の消費者に対するＰＲ活動の実施 

◇「中古車の価格表示が『支払総額』に変わったこと」及び「公取協会員店は『支払総額』

の表示で安心であること」等、消費者に対して「支払総額」を表示している会員店の

優良性をＰＲするための動画を作成し、YouTube に公開、ホームページに誘導する

バナー広告を配信 

２）会員に対する情報提供の充実 

◇メールを活用した「AFTC INFORMATION」等を通じ、規約運用の考え方や   

広告表示に関する注意点等の情報を会員に配信、公取協の活動内容や各種情報を 

掲載した「公取協ニュース」（機関紙）を発行 

１２．大型車関係事業の推進 

１）規約に基づく適正表示の推進 

◇大型車関係の会員事業者や広告関係事業者を対象に、規約や広告宣伝に関する  

マニュアル等に基づく研修会を開催 

２）独禁法、下請法に関する普及活動の実施 

◇大型車の実態等を踏まえた燃費や運転支援機能等に関する情報提供のあり方に  

ついて、メーカー、ディーラーへのヒアリングを継続して実施しながら検討 

◇独禁法、下請法の運用状況等を踏まえ、マニュアルに基づく研修会や情報提供等を

実施 

◇独禁法・下請法の普及状況等に関する地区大型車委員会との懇談会を開催、活動 

内容を各地区公取協事務取扱所に展開するなど、各地区の活動に協力 

１３．その他の事業 

１）関係団体及び地方組織との連携強化活動 

◇関係団体及び各地区との連携強化を図るため、公取協事務取扱所長会議や規約  

担当者研修会等を開催 

２）公正取引に関する法令（独禁法、下請法等）の普及指導 

◇会員における独占禁止法や下請法違反行為の未然防止を図るため、「事業者団体  

活動と独禁法」に関するマニュアル及び下請法マニュアルの活用を促進、同マニュ 

アルに基づく研修会の開催等、普及活動を実施  
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≪二輪車関係≫ 

１．会員専用ページを活用した規約の普及活動 

１）店頭表示のセルフチェック活動を通じた適正表示の促進 

①会員専用ページを活用したセルフチェックを実施 

◇会員専用ページを活用したセルフチェックを通じて、効率的で効果的な規約普及を

実施 

②国内４銘柄の担当によるフォロー活動の実施 

◇会員専用ページ（会員管理システム）を活用し、同活動の実施状況等について国内 

４銘柄とリアルタイムに情報共有し、効率的なフォロー活動を実施 

③オートバイ組合及び輸入組合によるフォロー活動の実施 

◇実施率をより一層向上させるため、各地区オートバイ組合及び輸入組合傘下イン  

ポーターと連携したフォロー活動を実施 

④所属団体はあるが担当販社のない会員店及び所属団体のない会員店へのフォロー 

活動の実施 

◇実施率を向上させるため、会員専用ページに登録されたメールアドレスにＤＭを送

信するとともに、公取協コールセンターから電話によるフォロー活動を実施 

   ⑤セルフチェック活動を通じた適正表示の実施を、より一層徹底するための検討 

     ◇セルフチェック実施と実施状況の確認の精度をあげるための方策について検討 

  ２）会員専用ページ利用促進による規約の普及活動の定着化 

①効果的で効率的な規約普及を行うため、会員専用ページの利用を促進 

◇会員専用ページやメールを活用した情報発信を実施、情報提供を充実 

◇会員専用ページの便利な機能等を引き続き会員に周知 

②より効果的で効率的な普及活動の検討 

◇会員専用ページを活用した規約の普及活動を充実させるための方策について検討 

２．中古二輪車の品質評価（「品質評価実施店」）の定着化 

１）「品質評価実施店」の拡充 

◇会員専用ページを活用した店頭表示のセルフチェックの実施徹底や品質評価者更新

講習の受講徹底により、「品質評価実施店」における適正表示の継続実施及び未  

選定会員店の選定を促進することで「品質評価実施店」を拡充 
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◇「品質評価実施店」に関する消費者向けＰＲ活動を展開、同実施店の認知度を高める

ことで、会員店の参加意識の向上と拡充につなげる 

２）品質評価者講習の実施 

   ◇会員専用ページにログイン後、スムーズに品質評価者講習が受講できることを引き

続き会員に周知 

◇新規講習の通年実施に加え、更新講習についても通年実施を開始 

   ◇国内４銘柄及びインポーター、関係団体と受講状況を共有、各方面によるフォロー 

活動を実施するとともに、メールの送信や公取協コールセンターによるフォロー  

活動も実施 

３）「品質評価実施店」の積極的な PR活動の実施 

◇新規に「品質評価実施店」の消費者向けPR動画を作成し、YouTubeへのＣＭ配信

やＳＮＳに投稿するとともに、ＳＮＳへの情報発信を継続して実施 

◇情報誌Webサイトにおける「品質評価実施店」の PR方法について検討・実施 

◇公取協ホームページのスマートフォン版の充実について検討・実施 

３．走行距離等の不当表示の未然防止と厳正な対処 

１）走行距離及び冠水車等の不当表示の未然防止の実施 

◇会員専用ページ等を通じ、走行距離及び冠水車等の適正な表示について周知活動

を実施、問題のある表示については改善指導を実施 

２）走行距離表示に関する実態調査の実施 

◇二輪情報誌及びWEB サイトにおける走行距離表示に関する第７回実態調査を実施 

（日本二輪車オークション協会の走行距離確認サービスを利用している情報誌及び

ＷＥＢサイトは調査対象外とする） 

◇調査の結果、不当表示が認められた場合には、規約違反として厳正に対処すると 

ともに、関係団体や担当販社と連携して不当表示の未然防止を徹底 

３）二輪情報誌との連携による適正な走行距離表示の促進 

◇二輪情報誌と走行距離表示の適正化のための課題について意見交換を実施、情報

を共有するとともに、表示適正化のための協力を要請 
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４．「ステルスマーケティング告示」の施行に伴う規約・規則改正（案）の 

認定・承認申請及び周知活動 

１）規約・規則改正（案）の認定・承認申請 

◇「ステルスマーケティング」を景品表示法上の不当表示として指定する告示が施行 

されたことに伴い、同告示に対応した不当表示の禁止規定を新設した規約・規則  

改正（案）を定時総会（６月開催予定）に上程、承認を得た後、消費者庁及び公取委に  

認定・承認を申請 

２）「口コミ」投稿等における不当表示未然防止のための周知活動の実施 

◇会員専用ページ等を通じ、優良・有利誤認となるかどうかは問わず、「事業者の表示

であるにもかかわらず、事業者の表示であることが判別困難な表示」は不当表示と

なること等について周知活動を実施 

◇中古車情報ウェブサイトにおける「口コミ」投稿の実態調査を実施、問題となるおそ

れのある「口コミ」投稿が認められた事業者及び同「口コミ」が掲載された中古二輪

車情報媒体社に対するヒアリング等を実施、問題発生の原因等を把握するとともに、

問題が見られた場合は改善指導を実施 

５．カタログ等の装備品の表示の問題点及び適正表示に関する周知活動 

１）ウェブカタログの装備品表示の問題点等に関する周知活動の実施 

◇「写真の車両は実際のものと仕様が異なる場合がある」旨の表示や「アクセサリー装

着車」と表示しながら、その内容が明示されていない表示等、ウェブサイト（ウェブカ

タログ）における表示実態調査で見られた問題点について、周知活動を実施 

２）消費者にわかりやすい適正な表示の周知活動の実施 

◇カタログや広告等の装備品等の表示及び打消し表示について、消費者にとって分か

りやすい、明瞭な表示等、適正な表示方法に関する周知活動を実施 

◇上記について、表示の状況に関する実態把握を適宜実施、問題等がみられた場合は

改善指導を実施 

６．規約の一層の定着化を図るための普及活動の実施及び今後の規約  

指導体制等に関する検討 

１）今後の規約普及活動や指導体制等に関する検討、実施 

①会員専用ページを活用した規約の普及活動を充実させるための方策について検討 

②所属団体はあるが担当販社のない会員店及び所属団体のない会員店へのセルフチェ

ック実施や品質評価者講習受講促進について検討 
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③国内４銘柄や関係団体等と連携した、より効果的な普及活動の検討、実施 

④会員専用ページの活用と並行して、規約アドバイザーを活用した会員店訪問活動の実

施等、規約の普及活動を充実させるための指導体制について検討 

⑤会員専用ページを活用して、会員店自らが規約普及活動の実施状況をＰＲするための

ツール作成を可能にする等、会員店がメリットと感じられる方策について検討 

７．新たな販売方法・サービス等に対応した表示のあり方の検討 

１）ＳＮＳ等を活用した広告宣伝における留意点の周知活動の実施 

◇ＳＮＳ等を活用した広告宣伝における表示の留意点について周知活動を実施すると

ともに、ＳＮＳの表示に関する実態把握を適宜実施、必要に応じて表示のあり方に 

ついて検討 

２）新たな販売方法・サービス等に対応した表示のあり方の検討 

◇消費者ニーズに対応した新たな販売方法やサービス等に関する実態把握等を実施、

表示上の問題の有無や、必要に応じて表示のあり方について検討 

８．消費者トラブルへの対応及び未然防止活動 

１）消費者からの苦情・相談の受付と対応 

◇二輪車に関する消費者からの苦情・相談を受付け、トラブル解決のための適切な  

助言を行う等、迅速かつ適切に対応 

◇苦情・相談の情報から一般消費者への周知が必要な内容については、情報発信して

対応 
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【報告事項２】 

２０２４年度会費額の件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■普通会員会費（団体会費） ⇒ 前年同額 
 

＜普通会員会費（団体会費）＞ 

  

団    体    名 会 費 額 

自 工 会 ３３，００３，０００円 

自    販    連   ４，７５５，０００円 

全   軽   自   協   ２，１９３，０００円 

輸   入   組   合       ４３２，０００円 

日    整    連     ８３７，０００円 

中 販 連     ８３７，０００円 

日本二輪車普及安全協会       ４３２，０００円 

全国ｵｰﾄﾊﾞｲ協同組合連合会       ４３２，０００円 

合 計   ４２，９２１，０００円 

 

 

※維持会員会費（個別会費）についても、前年同額とする。 

 



Ⅰ．収　入　の　部
（単位；円）

予 算 額 前年度予算額

 1． ( 254,309,000 ) ( 254,669,000 ) ( △ 360,000 )

1) 42,921,000 42,921,000 0

2) 209,180,000 209,540,000 △ 360,000

3) 2,208,000 2,208,000 0

 2． ( 1,900,000 ) ( 1,550,000 ) ( 350,000 )

 3． ( 21,070,000 ) ( 22,870,000 ) ( △ 1,800,000 )

1) 15,070,000 15,070,000 0

2) 6,000,000 7,800,000 △ 1,800,000

 4． ( 350,000 ) ( 350,000 ) ( 0 )

 5． ( 3,000,000 ) ( 3,000,000 ) ( 0 )

 6． ( 6,500,000 ) ( 0 ) ( 6,500,000 )

 7．退職給与引当預金取崩収入 ( 12,221,000 ) ( 16,125,000 ) ( △ 3,904,000 )

299,350,000 298,564,000 786,000

【報告事項３】

会 費 収 入

賛 助 会 員 会 費

入 会 金 収 入

維 持 会 員 会 費

普 通 会 員 会 費

事 業 収 入

 収　支　予　算　書

自　２０２４年  ４月　１日

至　２０２５年  ３月３１日

勘　　定　　科　　目 増　　　　減

資 料 頒 布

雑 収 入

講 習 会 会 費

当　期　収　入　合　計

違約金預金取崩収入

総会開催費用引当預金取崩収入

２０２４年度予算書の件
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Ⅱ．支　出　の　部
（単位；円）

予 算 額 前年度予算額

 1． ( 243,960,000 ) ( 235,779,000 ) ( 8,181,000 )

1) 13,500,000 13,000,000 500,000

2) 19,100,000 17,500,000 1,600,000

3) 2,500,000 2,500,000 0

4) 19,200,000 19,200,000 0

5) 15,300,000 15,000,000 300,000

6) 8,700,000 8,500,000 200,000

7) 5,800,000 5,600,000 200,000

8) 4,700,000 4,700,000 0

9) 2,999,000 3,049,000 △ 50,000

10) 7,788,000 7,652,000 136,000

11) 17,676,000 17,676,000 0

12) 504,000 504,000 0

13) 78,500,000 80,750,000 △ 2,250,000

14) 15,255,000 15,324,000 △ 69,000

15) 3,944,000 4,370,000 △ 426,000

16) 9,500,000 1,580,000 7,920,000

17) 12,842,000 12,842,000 0

18) 606,000 606,000 0

19) 2,900,000 2,736,000 164,000

20) 744,000 729,000 15,000

21) 1,210,000 1,280,000 △ 70,000

22) 27,000 27,000 0

23) 35,000 35,000 0

24) 200,000 189,000 11,000

25) 30,000 30,000 0

26) 400,000 400,000 0

増　　　　減

調 査 研 究 事 業 費

指 導 普 及 事 業 費

組 織 対 策 事 業 費

給 料 手 当

役 員 報 酬

確 定 拠 出 年 金 掛 金

法 定 福 利 費

厚 生 費

事 業 費

勘　　定　　科　　目

独 禁 法 等 調 査 研 究 事 業 費

広 報 Ｐ Ｒ 事 業 費

講 習 会 開 催 事 業 費

情 報 シ ス テ ム 関 係 事 業 費

資 料 頒 布 原 価

関 係 団 体 負 担 金

会 費 徴 収 事 務 費

会 議 費

賃 借 料

施 設 維 持 費

通 信 運 搬 費

光 熱 水 料 費

消 耗 品 費

図 書 費

修 繕 費

交 際 費

旅 費 交 通 費

雑 費
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（単位；円）

予 算 額 前年度予算額

 2． ( 32,893,000 ) ( 32,953,000 ) ( △ 60,000 )

1) 11,784,000 11,784,000 0

2) 336,000 336,000 0

3) 13,670,000 14,250,000 △ 580,000

4) 3,720,000 3,860,000 △ 140,000

5) 610,000 810,000 △ 200,000

6) 1,000,000 140,000 860,000

7) 1,428,000 1,428,000 0

8) 68,000 68,000 0

9) 40,000 40,000 0

10) 81,000 81,000 0

11) 108,000 108,000 0

12) 5,000 5,000 0

13) 7,000 7,000 0

14) 14,000 14,000 0

15) 7,000 7,000 0

16) 15,000 15,000 0

 3． ( 9,364,000 ) ( 12,255,000 ) ( △ 2,891,000 )

1) 9,364,000 12,255,000 △ 2,891,000

 4． ( 13,133,000 ) ( 17,577,000 ) ( △ 4,444,000 )

1) 912,000 1,452,000 △ 540,000

2) 12,221,000 16,125,000 △ 3,904,000

299,350,000 298,564,000 786,000

1. 借入金限度額 30,000,000円
2. 債務負担額  3,000,000円

管 理 費

勘　　定　　科　　目 増　　　　減

法 定 福 利 費

厚 生 費

役 員 報 酬

給 料 手 当

交 際 費

会 議 費

賃 借 料

施 設 維 持 費

通 信 運 搬 費

退 職 金

雑 費

引 当 預 金 支 出

退 職 給 与 引 当 預 金

当　期　支　出　合　計

（注）

図 書 費

旅 費 交 通 費

特 定 退 職 金 共 済 掛 金

確 定 拠 出 年 金 掛 金

そ の 他 の 支 出

光 熱 水 料 費

消 耗 品 費

修 繕 費

*
*

* *

※
*

*

*※
*

*

*※
*

*

* ********

*※
*

*

*※
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